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表紙：湘南エコウェーブ親子環境バスツアーの様子 

  

茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町では、連携して広域的に地球温暖化対策に取り組むプロジェクト「湘南エコウェーブ」を推

進しています。 

地球温暖化問題やその対策について学ぶ機会の提供を目的として、親子を対象としたバスツアーを開催しました。 

詳しくは本書 42ページをご覧ください。 

本書における元号の表記について 

 

天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成２９年法律第６３号）が、平成３１年４月３０日に施行され、天皇陛下が御

退位されます。御退位による皇位の継承が行われ、元号が改められますが、現段階においては、元号法（昭和５４年法律

第４３号）の規定による政令の改正が行われていないため、本書における元号の表記は「平成」を用いることとし、改元後

は新元号に読み替えるものとします。 
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はじめに 

 

 

 

地球温暖化に起因する気候変動による影響は世界中に広がっており、干ばつ、異常気象、海面

水位の上昇、感染症の拡大、生物種の絶滅など、気候変動と関連すると思われる事象が発生してい

ます。 

こうした中、平成 27年 11月から 12月にかけてフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約

第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）では、京都議定書に代わる温室効果ガス排出削減のための新たな国

際的枠組み「パリ協定」が採択されました。 

また、29年 11月、ドイツ・ボンで開催された国連気候変動枠組条約第 23回締約国会議（ＣＯＰ23）

では、「パリ協定」を実施するための指針を合意に導くための交渉が行われるなど、国際社会が強調

して地球温暖化対策に取り組んでいます。 

国内に目を向けますと、環境省では 28年 5月に「地球温暖化対策計画」を策定、42年度における

日本の温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け、政府を挙げての国民運動「COOL 

CHOICE（クール・チョイス）」を進めています。 

本市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、本市の事務及び事業に関する温

室効果ガス排出量の削減及び市域の温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項

を定めた「茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画」を 25年 3月に策定しました。 

現在は、本計画に基づき 32 年度における温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け、市民・

事業者の皆様とともに施策を推進しています。 

本計画の計画期間は、25年度から 32年度までの 8年間となっており、29年度は計画期間の後半

のスタートの年でした。 

そこで、今後の取り組みをより着実に進めるため、29年度は 28年度に実施した各施策の取り組み

状況に加え、25 年度から 28 年度までに実施してきた施策の取り組み状況と今後の方向性について、

茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会に諮問いたしました。 

本書の巻末には、茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会からいただいた答申を添付しています。この

答申は、茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会委員の皆様にご尽力いただき、短期間に審議を重ね取り

まとめていただいたものです。 

答申の内容はそれぞれの施策の担当課がしっかりと受け止め、今後の施策に反映させるよう努め

てまいります。 

今後も、地球温暖化による気候変動を最小限に抑え、持続可能な社会を将来世代に引き継いで

いくため、本計画に基づいて地球温暖化対策の推進に努めてまいります。市民、事業者の皆様にお

かれましては、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

平成 30年 3月 

 

茅ヶ崎市長 服部 信明 
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茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画について   
平成 20年 6月に改正された地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）により、これまで一事

業者として地球温暖化防止に向けて実行してきた地方公共団体実行計画を拡充し、従来の地域推

進計画に相当する内容に区域全体の自然的社会的条件に応じた施策を盛り込んだ計画の策定が

義務づけられました。 

これを受けて茅ヶ崎市では、それまでに実行してきた「茅ヶ崎 

市地球温暖化防止実行計画」、「茅ヶ崎市地域省エネルギービ 

ジョン」「茅ヶ崎市地球温暖化対策地域推進計画」それぞれの 

目標達成に向けた施策・対策の進捗状況を踏まえた上で、これ 

らの計画を統合することにより、本市が取り組む地球温暖化対策 

を網羅的かつ体系的に整理し、市域の温室効果ガスを削減する 

総合的かつ計画的な施策を実行していくことを目的として、「茅ヶ 

崎市地球温暖化対策実行計画（以下、実行計画）」を平成 25年 

3月に策定いたしました。 

この計画は茅ヶ崎市全体としての温暖化対策をまとめた「茅ヶ 

崎市全体の取り組み（以下、区域施策編）」と一事業者としての 

取り組みをまとめた「茅ヶ崎市行政の取り組み（以下、事務事業 

編）」の大きく分けて 2部構成になっています。    
本書について 
 

 実行計画では、温室効果ガスの削減目標の達成状況を毎年公表するとともに、優先的に取り組む

施策で示した進捗管理指標の達成状況もあわせて公表することとしており、本書はこれらの内容を評

価し、とりまとめたものを公表するものです。 

本書は、実行計画に合わせて区域施策編と事務事業編の2部構成とし、区域施策編では、茅ヶ崎

市域における温室効果ガス削減目標の達成状況や、優先的に取り組む施策で示した進捗管理指標

の達成状況について、事務事業編では一事業者としての茅ヶ崎市における温室効果ガス削減目標

の達成状況や、各施策の取り組み状況についてまとめています。また、巻末には各施策の取り組み

状況に対して茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会からいただいた評価を答申としてお示ししています。 

なお、本書において、温室効果ガス排出量を算定するために必要な各種統計数値の公表時期の

関係から、温室効果ガス排出量について、区域施策編では平成 27年度の暫定値を、事務事業編で

は平成 28年度の確定値を報告しています。  
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■計画期間及び削減目標

単位：千ｔCO2

部門
2年度

(基準年度)
23年度 24年度 25年度 26年度

27年度
（最新年度）

産業 1,349 1,072 1,021 1,056 950 934

民生業務 145 226 224 221 205 218

民生家庭 176 219 215 202 202 192

運輸 161 178 177 177 178 179

その他 36 54 47 55 61 61

合計 1,866 1,749 1,685 1,711 1,596 1,584

*四捨五入の関係上、表内の合計が合わない場合があります。
*その他には、廃棄物及びその他3ガス由来の温室効果ガス排出量が含まれます。
*平成27年度の数値は暫定値です。

1,492

-

-

-

-

-

区域施策編における温室効果ガス排出状況のグラフ（排出係数固定版）

*電気の排出係数は、環境省発表の東京電力㈱の平成21年度実排出係数（0.384ｋｇ-CO2/ｋWh）を使用

し、算定しています。

32年度
(目標値)

温室効果ガス削減目標

平成2年度（1990年度）比
20％削減

二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、

ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン
（PFC）、六フッ化硫黄（SF6）

平成2年度
（1990年度）

目標年度

平成32年度
（2020年度）

（１）温室効果ガスの削減目標

茅ヶ崎市全体の取り組み（区域施策編）

（2）温室効果ガス排出状況（排出係数固定版）

基準年度

対象とする温室効果ガス

茅ヶ崎市全体の取り組み（区域施策編）の計画期間は、平成25年度から平成32年度までの8年間としま
す。
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【参考1】温室効果ガス排出状況（排出係数変動版）

単位：千ｔCO2

部門
2年度

(基準年度)
23年度 24年度 25年度 26年度

27年度
（最新年度）

産業 1,349 1,101 1,071 1,101 983 967

民生業務 145 257 281 274 246 260

民生家庭 176 245 262 245 237 224

運輸 161 178 178 178 179 179

その他 36 54 47 54 61 61

合計 1,866 1,836 1,839 1,852 1,706 1,692

*四捨五入の関係上、表内の合計が合わない場合があります。
*その他には、廃棄物及びその他3ガス由来の温室効果ガス排出量が含まれます。
*平成27年度の数値は暫定値です。

区域施策編における温室効果ガス排出状況のグラフ（排出係数変動版）

　温室効果ガスの排出量集計に使用する排出係数は毎年変動するため、係数をそのまま引用す
ると、エネルギー消費の観点（省エネ行動の効果など）から見た排出量の増減の把握が困難となる
ため、本計画では削減目標に対する評価については計画策定時から継続引用した排出係数に基
づいて行うこととしておりますが、参考として変動する排出係数を引用した推計値を以下に記載し
ます。

-

-

-

-

1,492

*電気の排出係数は、平成27年度については環境省発表の東京電力エナジーパートナー㈱の平成27年
度実排出係数（0.5ｋｇ-CO2/ｋWh）を使用しています。その他の年度については資料編60ページ表1をご

参照ください。

・市域の温室効果ガス総排出量は、基準年度比で15.1%、前年度比で0.7%の削減となりました。
・部門別で見ると、産業部門で基準年度比30.8%の削減、前年度比1.7%の削減。
民生業務部門で、基準年度比50.3%の増加、前年度比6.3%の増加。
民生家庭部門で基準年度比9.1%の増加、前年度比4.9%の削減。
運輸部門で基準年度比11.2%の増加、前年度比0.5%の増加。
・産業部門では、全業種に共通し電力及び熱エネルギーの使用量が減少していることが排出量削
減に繋がっていると考えられます。
・民生業務部門では、前年度と比べ電力使用量が増加していることが排出量増加に繋がっている
と考えられます。
・民生家庭部門では、前年度と比べ約350世帯増加しているにもかかわらず、電力及びガス使用量
が減少していることが排出量削減に繋がっていると考えられます。
・運輸部門では、車両登録台数が前年度より約600台増加していることが、排出量の増加に繋がっ
ていると考えられます。
・全体でみると目標達成に向け、今後5年間で平均1.1%の排出量削減が求められますが、このまま
のペースで削減が続けば目標は達成できる見込みです。
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(目標値)

-
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【参考 2】市域の温室効果ガス排出量の修正について 

  

本市では温対法に基づき、毎年の温室効果ガス排出量を算出し年次報告書において公表して

います。区域施策編における市域の温室効果ガス排出量については、毎年資源エネルギー庁が

公表する「都道府県別エネルギー消費統計」を主に用いて算出していますが、平成 28年 12月の

公表分から統計データの精度改善措置を講じることを理由に過去に遡って平成 2年度から平成25

年度までのデータが変更されたことを受け、本市ではこれまでに年次報告書で公表してきた各年

度の温室効果ガス排出量を再計算し、平成 28年度から以下のとおり修正することとしました。 

なお、この変更にあたって本計画の目標として掲げている目標年度、基準年度及び削減率（平

成 32年度において平成 2年度比 20％削減）は変更しておらず、本計画における温室効果ガス排

出削減目標の達成に向けた各施策の方向性についてはこれまでと変わりありません。 

また、事務事業編における温室効果ガス排出量については、算出にあたり「都道府県別エネル

ギー消費統計」のデータを用いていないため、変更はありません。 

 

【修正前の温室効果ガス排出量】 

 

【修正後の温室効果ガス排出量】 
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【参考 3】国の温室効果ガスの削減目標に対する本市の目標の考え方について  
 平成 27年 11月から 12月にかけてフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21回締

約国会議（COP21）では、京都議定書に代わる平成 32年以降の温室効果ガス排出削減等のための

新たな国際枠組み「パリ協定」が採択されました。 

 パリ協定では世界共通の長期目標として、平均気温の上昇を産業革命前と比較して 2℃より十分

低く抑える「2℃目標」が設定されたほか、各国に対しては温室効果ガスの削減目標の作成を求め、

その達成に向けた国内措置を遂行することなどが規定されました。 

 環境省ではパリ協定を踏まえ、日本の温室効果ガス排出量について、「国内の排出削減・吸収量

の確保により、平成 42年度において、平成 25年度比 26.0％減の水準にすることとする」という中期

目標を掲げた「地球温暖化対策計画」を平成 28年 5月に策定しました。 

 本市においては、「茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画」において、市域の温室効果ガス排出量を

「平成 32年度において、平成 2年度比 20％削減」することを中期目標とし、その達成に向け各施策

を進めているところです。 

 下の表は、国の温室効果ガス排出削減目標を参考として、本市の平成 42 年度の目標値を仮に試

算したグラフです。 

   
 本市の平成 25年度の排出量の実績は 171万 1千トンであり、ここから 26％削減した数値 126万

6千トンが、本市の平成 42年度目標の参考値となります。 

 この参考値は、現在の計画における平成 32年度の目標値である 149万 2千トンからさらに約 15％

の削減が必要となりますが、本書 4 ページの温室効果ガス排出状況のペースで削減が進めば、達

成不可能な数値ではありません。 

 しかしながら、平成 42年度に参考値を達成するためには、現在の計画における平成 32年度の目

標の達成が必要となることから、本市としては、現在の計画に基づく施策の実行に注力していくこと

で、平成 32年度の目標の達成を目指すこととし、平成 33年度以降の目標については、次期計画の

改定の際に国や県の目標を踏まえ検討します。 

単位：千 t-CO2 

現在の計画の目標値：平成 2年度比▲20％ 

国の目標値である平成 42 年度に平成 25

年度比▲26％を本市の排出量の当てはめ

ると 1,711千トン×（1-0.26）≒1,266千

トン 

→現行計画の目標値である平成 32 年度

1,492千トンから約 15％の削減となる。 

年度 



8  
（3）施策体系図   
施 策 の 柱 

１ 

家庭・事業者におけ 

る省エネ行動の推 

進や省エネ機器等 

の導入支援 

1.1 家庭における省エネ行動の推進や省エネ機器等 

の導入支援 

施 策 の 方 針   
               

1.2 事業者における省エネ行動の推進や省エネ機器 

   等の導入支援 

２ 

再生可能エネル 

ギーの積極的導入 

支援 

2.1 太陽光発電設備の導入支援や普及のための 

    仕組みの構築 

2.2 その他再生可能エネルギーの導入推進の検討 

3.1 低炭素型都市システムの構築 

３ 

低炭素まちづくり 

の推進 

3.2 みどりの保全・再生・創出 

3.3 ヒートアイランド対策の推進 

４ 

循環型まちづくり 

の推進 

4.1 4Ｒの推進 

4.2 事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進 

5.1 市民・事業者への普及啓発や情報発信 

5.2 市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり 

５ 

普及啓発や情報発

信、連携・協働の仕

組みづくり 
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施 策 の 分 類 ※数字は施策の方針を、○数字は施策の分

類を表しています。 

①省エネエコライフの促進 

②環境に配慮した商品やサービスの選択促進 

③省エネルギー機器の利用・導入促進 

④省エネリフォームの促進 

取り組んでみよう！ 

ちがさき省エネライフ 

 

Ⅰ-1 

日常生活における地球温暖化対

策とその温室効果ガス削減効果

の発信 

Ⅰ-2 

日常生活における地球温暖化対

策の取り組み状況の把握 

Ⅰ-3 

省エネルギー表彰制度の導入 

 

優先的に取り組む施策Ⅰ 

①事業活動での環境配慮の促進 

②環境に配慮した商品やサービスの提供促進 

③省エネルギー機器の導入促進 

④環境に配慮した農業・漁業の促進 

⑤建築物・設備の省エネ性能の改善促進 

①太陽光発電設備・太陽熱利用設備の導入支援 

②太陽光発電設備普及のための仕組みの構築 

①その他再生可能エネルギーの導入推進の検討 

①エネルギーの面的利用の推進 

②市民・利用者に使いやすい交通システムの推進 

③自動車の走行に伴う温室効果ガス排出量の低減 

④自転車の利用促進 

⑤エコカーの導入促進 

①みどりの保全 

②みどりの再生・創出 

①ヒートアイランド対策の推進 

①リフューズ（要らないものを買わない・断る）の推進 

②リデュース（ごみの排出を抑制する）の推進 

③リユース（繰り返し使う）の推進 

④リサイクル（資源として再生利用する）の推進 

⑤ごみの減量や分別に関する情報提供 

①事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進 

①省エネルギー・地球温暖化防止に関する普及啓発 

システムの構築・利用 

②省エネルギー・地球温暖化防止に関する継続的な 

 実態調査の実施 

③環境に関するイベント・講座の実施 

④環境教育の実施 

①市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり 

進めよう！ 

事業活動における 

地球温暖化対策 

 

Ⅱ-1 

事業活動における地球温暖化対

策とその温室効果ガス削減効果

の発信 

Ⅱ-2 

事業活動における地球温暖化対

策の取り組み状況の把握 

Ⅱ-3 

エコ事業者認定制度の導入検討 

 

優先的に取り組む施策Ⅱ 

協力しよう！ 

地域で取り組む 

地球温暖化対策 

 

Ⅲ-1 

住宅、事業所、公共施設への省エ

ネルギー機器や再生可能エネル

ギー自家発電設備の設置 

Ⅲ-2 

電気自動車の導入推進 

Ⅲ-3 

地域での発電電力や環境価値を

地域で利用する仕組みづくり 

 

優先的に取り組む施策Ⅲ 
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優先的に取り組む施策Ⅰ：取り組んでみよう！ちがさき省エネライフ 

Ⅰ－1：日常生活における地球温暖化対策とその温室効果ガス削減効果の発信 

Ⅰ－2：日常生活における地球温暖化対策の取り組み状況の把握 

Ⅰ－3：省エネルギー表彰制度の導入 

優先的に取り組む施策Ⅱ：進めよう！事業活動における地球温暖化対策 

Ⅱ－1：事業活動における地球温暖化対策とその温室効果ガス削減効果の発信 

Ⅱ－2：事業活動における地球温暖化対策の取り組み状況の把握 

Ⅱ－3：エコ事業者認定制度の導入検討 

優先的に取り組む施策Ⅲ：協力しよう！地域で取り組む地球温暖化対策 

Ⅲ－1：住宅、事業所、公共施設への省エネルギー機器や再生可能エネルギー自家発電設備の設置 

Ⅲ－2：電気自動車の導入推進 

Ⅲ－3：地域での発電電力や環境価値を地域で利用する仕組みづくり 

(4) 優先的に取り組む施策の評価   優先的に取り組む施策とは 

地球温暖化対策に関する施策は多種多様で数も多く、分野も多岐にわたることから、全ての施策を同時

に実施していくことは困難です。そこで実行計画では、着実に温室効果ガスの削減目標の達成を目指すた

め、施策の中から「優先的に取り組む施策」を選定し、推進することとしています。 

    
優先的に取り組む施策の評価方法 

各施策担当課は、具体的な取り組み内容を設定し実行します。その後、前年度の取り組み状況について、

優先的に取り組む施策の取り組む施策・対策ごとに評価を行い、今後の取り組みの検討を行います。 

茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会では、各施策担当課の評価に対して、優先的に取り組む施策ごとに評

価します。 

各施策担当課では、茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会による評価結果を踏まえ次年度以降の取り組み内

容の見直し・改善を行います。 

このような Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）のＰＤＣＡサイクルの手法を繰り返

すことによって、優先的に取り組む施策を継続的に改善していきます。        
 

▲ 評価方法のイメージ 

Do（実行） 

取り組みを実行 

Check（評価） 

担当課による評価、温暖化

対策推進協議会による評価 

Action（改善） 

具体的な取り組みの 

見直し・改善 

Plan（計画） 

優先的に取り組む施策の 

具体的な取り組みを設定 



■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■今後の取り組み

　　　文中で（※）がついている語句については、用語集（P65～68）に説明を記載しています。

施策 進捗管理指標

主な取り組み

課題

■成果・課題と評価

評価

施策

　Ⅰ－1：　 △△△△△△

■施策の概要

28　29　30　31

実施スケジュール
（年度）目標

具体的
取り組み内容

取り組み結果 担当課

成果

A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでい
る
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

課題

施策 取り組み内容 担当課

凡例（平成28年度の優先的に取り組む施策の実施状況）  
施策の概要（どのようなことに取り

組む施策か）を記載しています。 

それぞれの具体的施策について、

平成28年度の目標及び取り組み内

容を記載しています。 

実施した取り組みの成果や予定以

上に実施できた取り組みなどを記

載しています。 

実施できていない取り組みや改善

を要する取り組みについて理由や

内容などを記載しています。 

【優先的に取り組む施策Ⅰ：○○○○○】 

施策ごとの進捗管理指標・目標・具

体的取り組み内容・実施スケジュー

ルを記載しています。 

「A～E」および「－」（評価不能）の6

段階で評価しています。 

成果や課題から導いた今後の取り

組みを記載しています。 

平成27年度までの主な取り組みと

課題を記載しています。 

取り組む施策・対策 

優先的に取り組む

施策の名称 
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■これまでの施策の実施状況に対する評価

評価

■平成32年度に向けた施策の方向性

 　　文中で（※）がついている語句については、用語集（P65～68）に説明を記載しています。

これまでの施策の実施状況と今後の方向性

■優先的に取り組む施策Ⅰの実施状況（平成25～28年度）

目標

取り組む施策・対策 Ⅰ－１：△△△△△△

施　策 進捗管理指標
具体的

取り組み内容
担当課

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み結果と成果 担当課による評価

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

A：極めて順調に進
んでいる
B：おおむね順調に
進んでいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでいな
い
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

□順調に進んでいる　□ある程度進んでいる　□遅れている　□大きく遅れている

凡例（優先的に取り組む施策のこれまでの実施状況と今後の方向性） 

平成25年度から平成28年度まで

の施策の実施状況を「順調に進ん

でいる」「ある程度進んでいる」「遅

れている」「大きく遅れている」の４

段階で評価し、評価の理由につい

て記載しています。 

【優先的に取り組む施策Ⅰ：○○○○○】 
施策ごとの進捗管理指標・目標・具

体的取り組み内容・担当課を記載

しています。 

これまでの実施状況と評価を踏ま

え、平成32年度に向けた施策の方

向性について記載しています。 

平成25年度から平成28年度の主

な取り組みとその成果・担当課に

よる各年度ごとの評価を「取り組む

施策・対策」ごとに記載しています。 

優先的に取り組む施

策の名称 
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優先的に取り組む施策Ⅰに対する温暖化対策推進協議会指摘事項

平成27年度の取り組みに対する協議会指摘事項

平成29年度中に対応・実施しているもの

平成30年度以降に対応予定のもの

■ 平成29年度の温暖化対策推進協議会指摘事項

 　　文中で（※）がついている語句については、用語集（P65～68）に説明を記載しています。

これまでの施策の実施状況と今後の方向性に対する協議会指摘事項

協議会指摘事項に対する市の対応

■ 平成28年度の温暖化対策推進協議会指摘事項と市の対応

平成28年度の施策の実施状況に対する協議会指摘事項

凡例（温暖化対策推進協議会指摘事項） 

平成28年度に温暖化対策

推進協議会からいただいた、

平成27年度の取り組みに

対する指摘事項を記載して

平成28年度の施策の実施

状況に対する温暖化対策

推進協議会からの指摘事

項を記載しています。 

平成28年度の協議会指摘

事項に対する市の対応状況

を平成29年度中に対応して

いるものと平成30年度以降

に対応予定のものに分けて

記載しています。 

【優先的に取り組む施策Ⅰ：○○○○○】 
優先的に取り組む施策の名

称 

平成25年度から平成28年

度の各施策の取り組み状況

と今後の方向性に対する温

暖化対策推進協議会から

の指摘事項を記載していま
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

運用開始
（27年度）

運用開始
（27年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

ちがさきエコネットの運
用・改善

ちがさきエコファミリー制
度の運用・改善

ア　平成28年度の施策の実施状況

・目標どおり、平成27年4月からのサイト運用を開始することができました。
・運用開始に合わせ、各種媒体の活用や環境フェア(※)等のイベント等様々な機会を捉えて
サイトの周知を行いました。
・サイトの運用開始に伴い、地球温暖化対策のため、節電や節水などの省エネルギーに取り
組んでいただけるご家庭「ちがさきエコファミリー」の募集を開始しました。

・「省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査」によると、「ちがさきエコネット」を知らない市
民の方は約80%にのぼります。このことから、引き続きあらゆる手法、機会を捉えてサイトを周
知し、多くの「ちがさきエコファミリー」登録者を得ていくための普及活動が必要です。
・「ちがさきエコネット」に登録して終わりではなく、サイトを継続的に利用していただくため、運
用状況を分析し、コンテンツの改善について検討していく必要があります。

主な取り組み

課題

ちがさきエコネット
の導入

ちがさきエコファミ
リー制度の導入

進捗管理指標

ちがさきエコネットの構築・運
用開始

ちがさきエコファミリー制度の
構築・運用開始

【優先的に取り組む施策Ⅰ:取り組んでみよう！ちがさき省エネライフ】

Ⅰ－1：日常生活における地球温暖化対策とその温室効果ガス削減効果の発信

■施策の概要

・市民の皆様が地球温暖化対策に自主的に取り組めるよう、市はご家庭で取り組める省エネ対策例や実際にご家
庭で取り組んだ対策の効果を公表したり、講座やイベントを開催します。
・地球温暖化対策に関する情報をまとめたポータルサイト「ちがさきエコネット(※)」を作成し、情報発信するととも
に、「ちがさきエコファミリー（※）」登録者による情報提供ページを設置します。

施　策 目標
実施スケジュール（年度）具体的

取り組み内容

ちがさきエコファミ
リー制度の導入

環境政策課

取り組み結果 担当課施　策

ちがさきエコネット
の導入

・「ちがさきエコネット」の周知活動として、広報紙やタウン紙による周知、市民
2,000人と事業者1,000社に対して実施している「省エネルギー・地球温暖化
対策に関する意識調査」へのチラシの同封、事業所への直接の依頼、各種イ
ベントでの周知、市ホームページにおけるメール配信サービスの活用等を行
いました。
・省エネコンテスト、省エネ活動展及び環境政策課で行うイベントや講演会に
おいて、「ちがさきエコネット」を通じた情報発信を行いました。
・協働事業者である認定NPO法人湘南ふじさわシニアネットと6回の協議を重
ね、「環境家計簿（※）」への入力や表示方法の改善等、「ちがさきエコネット」
をより使いやすくするための改良を行いました。

環境政策課

・「ちがさきエコファミリー」への参加者の増加を目指し、夏場と冬場に省エネ
コンテストを実施したほか、市の広報紙やタウンニュース等への記事掲載、各
種イベントでのチラシの配布、環境フェアで会場にモニターとパソコンを設置
し、来場者に「ちがさきエコネット」を体験できるブースを設ける等、様々な手
法を用いて周知を図り、年度末の「ちがさきエコファミリー」の参加世帯数は
157世帯となりました。

 

0 
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■成果・課題と評価

■今後の取り組み

成果 担当課による評価

・「ちがさきエコネット」を活用した情報発信を行うことができました。
・各種媒体を活用した広報や環境フェア等のイベントにおける周知活動を行い、新たに
41世帯に「ちがさきエコファミリー」にご参加いただくことができました。

C

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・「ちがさきエコファミリー」の新規登録世帯数について、平成27年度の116世帯に対し、
平成28年度は41世帯に留まっていることから、新規登録者の増加につながる新たな取り
組みを検討する必要があります。
・「ちがさきエコネット」に登録して終わりではなく継続的に利用していただくため、運用状
況を分析し、コンテンツの改善について検討していく必要があります。

ちがさきエコネット
の導入

・「ちがさきエコネット」を広く認知してもらえるよう、引き続き様々な機会を捉え
た広報や情報発信を積極的に行います。
・「ちがさきエコネット」が継続的に利用されるよう、「環境家計簿」や「エコひろ
ば（※）」への入力を促すともに、「ちがさきエコネット」を利用したいと思えるコ
ンテンツを検討します。

環境政策課

ちがさきエコファミ
リー制度の導入

・「ちがさきエコネット」にアクセスしたいと思える情報の発信や、よりアクセスし
やすくするためコンテンツの充実を図り、新たな「ちがさきエコファミリー」の獲
得を目指します。

環境政策課

　「ちがさきエコネット」は楽しみながら省エ
ネに取り組めるサイトです。また、スマート
フォンやタブレット端末からもアクセスできま
す。
　ぜひ一度「ちがさきエコネット」をご覧くだ
さい。
　　https://chigasaki-econet.jp/

　「ちがさきエコネット」は、市民や事業者の皆様と市が一体となって、より一層地球温暖化対策を推
進することを目的としたポータルサイトです。市からの一方的な情報提供だけでなく、市民や事業者の
皆様が行っている省エネ活動などを紹介したり、それらの情報を相互に共有・交流することができるの
が特徴です。

茅ヶ崎市地球温暖化対策ポータルサイト「ちがさきエコネット」

施　策 取り組み内容 担当課

ちがさきエコネットQRコード 

ちがさきエコネットHOME画面 

15



■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

100％
（32年度）

延べ120回
（32年度）

80％以上
（32年度）

支援開始
（28年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

　

HEMS導入支援

省エネナビやエコ
ワットの貸出しによ
る省エネ活動促進

・広報紙、ホームページ、タウンニュースによる貸出しの周知を行いました。
・省エネナビ、エコワットの貸し出し件数は延べ35件でした。
・貸出しによる省エネ活動の内容及びその効果を把握するためのアンケート
調査を行いました。エコワットを利用することで個々の電化製品の使用量を把
握することができ、電力を削減することができたというご意見をいただきまし
た。

HEMS(※)導入支
援

HEMS導入支援

実施スケジュール（年度）具体的
取り組み内容

意識調査の実施・分析・
公表

省エネナビやエコワット
の貸出し及び実績分析

ちがさきエコファミリー登
録者のエネルギー使用
量の把握・分析・公表

省エネルギー実績
の把握及びその成
果の公表

ちがさきエコファミリー登録
世帯１人当りのエネルギー
使用量を、登録年度に比べ
て削減できた世帯数の割合

・意識調査の結果によると、省エネを実践している割合は前年度を上回ったものの、まだ低い
水準となっています。意識調査の「温室効果ガスの優先的に取り組むべき排出削減方法は」
という設問に対し、「家庭における自主的な省エネルギーの取り組みをコストをかけないで行
う」を選択した世帯が約40%を占めていることから、省エネナビ、エコワットの貸出しや「ちがさき
エコネット」等による情報発信を行い、家庭における省エネルギーの取り組みを支援していく
必要があります。

施　策 取り組み結果 担当課

省エネルギー・地
球温暖化防止に関
する意識調査

・無作為に抽出した市民2,000人に対する意識調査を引き続き実施し、回答
数は763件、回答率は38.2％となりました。うち、省エネの取り組みを実践して
いると回答した方の割合は50.9％でした。
・意識調査の結果を取りまとめ、市ホームページに公表しました。

環境政策課

【優先的に取り組む施策Ⅰ:取り組んでみよう！ちがさき省エネライフ】

Ⅰ－2：日常生活における地球温暖化対策の取り組み状況の把握

■施策の概要

・市民の意識や行動の変化を把握し施策を検討するため意識調査を行い、その調査結果を公表します。
・「ちがさきエコファミリー（※）」登録者を対象とした減ＣＯ２コンテストなどの実績データをホームページ等で公表し

ます。
・省エネナビ(※)やエコワット(※)などの活用により、家庭での電気などのエネルギー使用量の見える化を図りま
す。

施　策 進捗管理指標 目標

省エネルギー・地
球温暖化防止に関
する意識調査

省エネルギー・地球温暖化
防止への取り組みを「実践し
ている」と回答した割合

省エネナビやエコ
ワットの貸出しによ
る省エネ活動促進

年度当たり貸出し延べ回数

環境政策課

主な取り組み

・「省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査」を無作為抽出した2,000人の市民に対し実
施し、結果を市ホームページにおいて公表しています。平成21年度からこれまでの回答数及
び「省エネの取組みを実践している」と回答した方の割合の推移は資料編60ページ図1の通り
です。
・平成27年度の省エネナビ、エコワットの年度あたりの貸し出し延べ件数が38件になりました。

課題

0 

0 
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■成果・課題と評価

■今後の取り組み

HEMS導入支援
・HEMS機器の価格の低下や、事業者によるエネルギーの「見える化」に関す
るサービスが充実してきていること等を考慮し、設置に係る補助制度は実施し
ないこととしました。

環境政策課

HEMS導入支援

・施策の目的であるエネルギーの「見える化」の促進については、「環境家計
簿」の活用や、省エネナビ・エコワットの貸出しなどにより進めていきます。
・HEMSの活用事例について、「ちがさきエコネット」等で情報を発信するなど、
家庭におけるエネルギーの「見える化」を図ります。

環境政策課

省エネルギー実績
の把握及びその成
果の公表

・平成28年度の「ちがさきエコファミリー」登録世帯1人あたりの1ヶ月の電気使
用量の平均は106.9ｋWhであり、平成27年度と比較して21.5ｋWhの削減となり
ました。
・「ちがさきエコファミリー」登録年度に比べて削減を達成できた世帯は、「環境
家計簿（※）」への入力した29世帯のうち、65.5％にあたる19世帯となりまし
た。

環境政策課

省エネルギー実績
の把握及びその成
果の公表

・「環境家計簿（※）」に入力されたデータを活用し、「ちがさきエコファミリー」
のエネルギーの使用状況を把握します。
・より正確なデータを抽出するため、「環境家計簿」への入力者数を増やす方
法を検討します。

環境政策課

環境政策課

省エネナビやエコ
ワットの貸出しによ
る省エネ活動促進

・引き続き貸し出しを実施することにより、家庭におけるエネルギーの「見える
化」を図るとともに、利用者に対しアンケート調査を実施し、家庭における省エ
ネの取り組み状況を把握します。

省エネルギー・地
球温暖化防止に関
する意識調査

・市民2,000人を対象とした意識調査を実施し、その結果を取りまとめ市ホーム
ページ等で公表するとともに、把握した結果から今後の各施策の方向性につ
いて検討を行います。

　　　　　省エネナビ・エコワット貸出し中！

成果 担当課による評価

・「ちがさきエコネット」の環境家計簿へ入力されたデータから、「ちがさきエコファミリー」
登録世帯１人あたりの1ヶ月の電気使用量を集計し、ちがさきエコファミリー登録年度と比
較して削減できた世帯数の割合を算出することができました。

C

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・意識調査の結果から、直近3年間の省エネの取り組みを実践している家庭の割合は約
50%となっており、省エネに取り組むのが難しい理由として「省エネの効果が分からない」
が最も多くなっている（資料編60ページ図2参照）ことから、省エネの取り組みによる節約
効果を紹介するなどの対策が必要です。

施　策 取り組み内容 担当課

環境政策課

★エコワットは、コンセントに差し込み、計測する家電製品につなぐだけで、「電

気料金（円）」、「使用電力量（ｋＷｈ）」「使用時間」、「二酸化炭素排出量

（ｋｇ-ＣＯ2）」を表示します。  

市では市民や事業者向けに省エネ測定機器を貸出ししています。 

使用電力を「見える化」して節電に取り組みましょう。（担当課：環境政策課） 

 ★省エネナビは、家庭全体の電気使用量を「今日」「今月」「前日」「前月」

「累計」の期間に「電力量（ｋＷｈ）」「電気料金（円）」「二酸化炭素排出量

（ｋｇ-ＣＯ２）」の単位で表示します。 
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

運用開始
（27年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■成果・課題と評価

成果 担当課による評価

・「省エネ活動展」を市役所で実施したことで、普段あまりインターネットを利用しない
方々にも事業者が行っている省エネの取り組みを紹介することができました。
・平成27年度、「ちがさきエコネット」では冬場しか実施しなかった省エネコンテストにつ
いて、夏の「省エネコンテスト」も「ちがさきエコネット」から参加できるようにしました。実施
にあたっては広報紙等、様々な媒体を活用した周知を行い、「ちがさきエコネット」への
登録を促しました。

B

環境政策課
省エネルギー表彰
制度の導入

・電力の消費量が増える夏場（7月～9月）及び冬場（12月～2月）の家庭の省
エネルギー化を図るため、「省エネコンテスト」を実施しました。夏は「ちがさき
エコネット」での登録及び紙での申請書の受付を行い、冬は「ちがさきエコネッ
ト」登録者のみを対象に実施しました。
応募世帯：夏38世帯（電力削減量3,501kWh、CO２削減量：1,750.5ｋｇ-CO2）

　　　　　　 冬16世帯（電力削減量2,594kWh、CO２削減量：1,297.0ｋｇ-CO2）

・平成29年2月から3月にかけて、「エコ事業者」が行っている省エネに関する
取り組みを広く紹介するため、市役所の市民ふれあいプラザにて「ちがさきエ
コネット　エコ事業者による省エネ活動展」を開催しました。事業者によるパネ
ル展示のほか、大学生の「エコ事業者」インタビューや実験イベント、電力相
談会や「ちがさきエコネット」の体験会も併せて行い、9日間の開催で約1,200
人の方にご来場いただきました。

主な取り組み

・「環境家計簿（※）」、「エコひろば（※）」を活用し、「ちがさきエコファミリー」を対象とした表彰
制度「冬の省エネコンテスト」を実施しました。
・コンテストは①電気使用量削減部門（12月から2月までの3ヶ月間の電気使用量を前年と比
較して2ヶ月以上使用量を減らすことに成功した方に記念品を贈呈するもの。）と②節電アイ
デア部門（「エコひろば」に投稿された家庭で取り組む節電のアイデアのうち、優れたアイデア
を表彰するもの。）の2つの部門に分けて実施しました。

課題
・「ちがさきエコファミリー」を対象とした表彰制度は実施しましたが、「エコ事業者（※）」を対象
とした表彰制度を実施することができませんでした。

施　策 取り組み結果 担当課

省エネルギー表彰
制度の導入

制度運用開始時期

【優先的に取り組む施策Ⅰ:取り組んでみよう！ちがさき省エネライフ】

Ⅰ－3：省エネルギー表彰制度の導入

■施策の概要

・家庭での地球温暖化対策を促進するため、「ちがさきエコネット（※）」参加者の中から特に優れた取り組みを行っ
ている市民及び事業者等に対する表彰制度を運用します。

施　策 進捗管理指標 目標
実施スケジュール（年度）具体的

取り組み内容

省エネルギー表彰制度
の運用・改善
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■今後の取り組み

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・「省エネ活動展」を実施する中で、他の「エコ事業者」が具体的にどの様に省エネに取
り組んでいるか、事業所見学会等を実施できないかというご意見をいただきました。事業
者間の情報交換には開示できない情報等の課題もありますが、実施の可能性について
検討する必要があります。
・平成27年度に実施した「省エネコンテスト」は、夏冬合わせて43世帯が参加、電力削減
量は7,343ｋWh、CO２削減量は3,708ｋｇ-CO2でした。平成28年度は27年度と比較して参

加世帯は上回りましたが、削減量は電力、CO２とも平成27年度を下回りました。世帯数、

削減量は気候によって左右される面がありますが、取り組み世帯を増やすことで削減量
を増やす必要があります。

施　策 取り組み内容 担当課

省エネルギー表彰
制度の導入

・「エコ事業者」同士の情報交換のあり方について、「エコ事業者」のご意見を
伺いながら検討します。
・「省エネコンテスト」を引き続き実施し、省エネに取り組む世帯を増やす方法
について検討します。

環境政策課

ちがさきエコネット　エコ事業者による省エネ活動展

　「ちがさきエコネット」では、「エコ事業者」が日頃取り組んでいる省エネルギー化に関する事業な
どをインターネット上だけでなく広く市民に紹介することを目的として、平成29年2月27日から3月9
日までの9日間、市役所本庁舎１階の市民ふれあいプラザにおいて「省エネ活動展」を実施しました。
　会場には、１４社のエコ事業者が、自社で行っている省エネに関する事業を紹介するパネルやポス
ター、パンフレットや製品などを展示したほか、「エコ事業者」６社に文教大学の学生が訪問、店舗や
工場などで実際に行っている省エネの取り組みなどを取材し、その結果を記事にまとめて展示しまし
た。
　その他、期間中には会場でエコ事業者によるイベントも実施し、（株）アルバックによる「真空を身
近に感じることのできる科学実験」や、東京ガス（株）神奈川西支店による「電力相談会」、また「ち
がさきエコネット」の体験会を開催しました。特に（株）アルバックの真空実験は期間中３日間で６回
開催し、太陽光パネルや工場等の省エネ機器に使われる「真空技術」について分かりやすくご紹介いた
だき、多くの方が真空で起こる不思議な現象を楽しんでいました。

会場の様子 ㈱アルバックによる真空実験の様子 
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イ　これまでの施策の実施状況と今後の方向性

C

B

B

C

C

担当課による評価

・市民2,000人を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意識
調査を実施しました。（アンケート回答率29.9％、うち省エネを実践して
いると回答した割合60.9％）
・省エネナビ・エコワットの貸出し延べ回数は22回でした。

主な取り組み結果と成果取り組み年度

平成25年度

【優先的に取り組む施策Ⅰ：取り組んでみよう！ちがさき省エネライフ】

取り組み年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

ちがさきエコファミ
リー制度の導入

運用開始
（平成27年度）

環境政策課

環境政策課

■　優先的に取り組む施策Ⅰの実施状況（平成25～28年度）

Ⅰ－１：日常生活における地球温暖化対策とその温室効果ガス削減効果の発信

ちがさきエコファミリー制度
の構築・運用開始

目標

運用開始
（平成27年度）

具体的取り組み内容

・ちがさきエコネットの設計・構
築、運用・改善

ちがさきエコネットの構築・
運用開始

担当課

取り組む施策・対策

ちがさきエコネットの
導入

施　策

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

取り組む施策・対策 Ⅰ－２：日常生活における地球温暖化対策の取り組み状況の把握

施　策 進捗管理指標 目標 具体的取り組み内容 担当課

省エネルギー・地球
温暖化防止に関する
意識調査

平成28年度

実
施
状
況
等

環境政策課

HEMS(※)導入支援 ・HEMS導入支援 環境政策課

省エネルギー実績の
把握及びその成果
の公表

ちがさきエコファミリー登録
世帯１人当たりのエネル
ギー使用量を、登録年度
に比べて削減できた割合

80％以上
（平成32年度）

・温室効果ガス排出量把握の仕
組みづくり
・ちがさきエコファミリー登録者
のエネルギー使用量の把握
・省エネルギー実績の成果（増
減比）の分析・公表

省エネナビやエコ
ワットの貸出しによる
省エネ活動促進

年度当たり貸出し延べ回
数

延べ120回
（平成32年度）

・省エネナビやエコワットの貸出
し及び実績分析

環境政策課

・ちがさきエコファミリー制度の
設計・構築、運用・改善

進捗管理指標

主な取り組み結果と成果 担当課による評価

・平成25年度に設計したコンテンツについての詳細を決定し、平成27
年4月のサイト運用開始に向けた準備を完了しました。
・「ちがさきエコファミリー」に登録するための「エコファミリー宣言」につ
いて、エアコンの温度設定など7項目について具体的な方式を定めまし
た。

・目標どおり平成27年4月よりサイトの運用を開始しました。サイトの周知
活動として広報紙のほか、市ホームページにおけるメール配信サービ
スの活用など、様々な周知活動を行った結果、平成28年3月末時点で
の「ちがさきエコファミリー」の参加世帯が116世帯となりました。

・「ちがさきエコファミリー」のさらなる獲得を目指し、夏と冬の「省エネコ
ンテスト」を実施したほか、市の広報紙やタウンニュース等への記事掲
載、各種イベントでのチラシの配布、9月の環境フェアで会場に大型モ
ニターとＰＣを設置し、来場者に「ちがさきエコネット」を体験できるブー
スを設ける等、様々な手法を用いて周知を図り、「ちがさきエコファミ
リー」の世帯数は昨年度末116世帯から、157世帯となりました。

省エネルギー・地球温暖
化防止への取り組みを「実
践している」と回答した割
合

100％
（平成32年度）

・意識調査の実施・分析・公表
（年１回）

環境政策課

・「ちがさきエコネット」の設計・構築をNPO法人湘南ふじさわシニアネッ
トとの協働事業として実施していくことを決定し、協定書の締結など、エ
コネットの構築を進める体制を整えました。

HEMS導入支援
支援開始

（平成28年度）
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C

C

C

D

D

C

B

主な取り組み結果と成果 担当課による評価

・市民2,000人を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意識
調査を実施しました。（アンケート回答率34.8％、うち省エネを実践して
いると回答した割合50.6％）
・省エネナビ・エコワットの貸出し延べ回数は33回でした。
・省エネルギー実績の把握に向け、ちがさきエコネットを活用した仕組
みを構築しました。

・市民2,000人を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意識
調査を実施しました。（アンケート回答率39.8％、うち省エネを実践して
いると回答した割合51.8％）
・省エネナビ・エコワットの貸出し延べ回数は38回でした。
・「ちがさきエコファミリー」登録世帯一人あたりの１ヶ月の電気使用量の
平均128.4ｋWhでした。

・市民2,000人を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意識
調査を実施しました。（アンケート回答率38.2％、うち省エネを実践して
いると回答した割合50.9％）
・省エネナビ、エコワットの貸出し延べ回数は35回でした。
・平成28年度の「ちがさきエコファミリー」登録世帯１人あたりの１ヶ月の
電気使用量の平均は106.9ｋWｈであり、平成27年度と比較して1ヶ月あ
たりでは21.5kWhの削減となりました。

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

環境政策課
省エネルギー表彰制度の設計・
構築、運用・改善

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

実
施
状
況
等

・「エコ事業者」が行っている省エネに関する取り組みを広く紹介するた
め、市役所にて「ちがさきエコネット　エコ事業者による省エネ活動展」
を開催しました。
・昨年度、「ちがさきエコネット」では冬場しか実施しなかった「省エネコ
ンテスト」について、夏の「省エネコンテスト」も「ちがさきエコネット」から
参加できるようにしました。結果は、夏冬合わせて54世帯が削減を達
成、その削減量はCO2換算で3,047ｋｇ-CO2となりました。

・「ちがさきエコファミリー」の表彰制度の概要設計を行うことができまし
たが、「エコ事業者」の表彰制度については検討することができません
でした。

・表彰制度の実施方法について、具体的な方法を決定し、「ちがさきエ
コネット」上に表彰の説明のページを掲載しました。

制度運用開始時期
運用開始

（平成27年度）

平成26年度

平成27年度

平成28年度

実
施
状
況
等

取り組み年度

平成25年度

取り組む施策・対策

施　策

平成26年度

平成27年度

平成28年度

・「ちがさきエコネット」を活用し、「ちがさきエコファミリー」を対象とした
「冬の省エネコンテスト」を実施しました。このうち電気使用量削減部門
では22世帯が削減を達成、その削減量はCO2換算で2,611ｋｇ-CO2とな

りました。また、節電アイデア部門では、7つのアイデアいただき、うち3
つのアイデアを表彰対象として決定しました。

省エネルギー表彰制
度の導入

具体的取り組み内容 担当課

Ⅰ－３：省エネルギー表彰制度の導入

進捗管理指標 目標
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■　これまでの施策の実施状況に対する評価

■　平成32年度に向けた施策の方向性

　□順調に進んでいる　　■ある程度進んでいる　　□遅れている　　□大きく遅れている評価

　国が平成28年5月に策定した地球温暖化対策計画では、平成42年の温室効果ガス削減目標達成に向け、家庭部
門では約40%の大幅な削減が必要であるとしており、補助金や税制優遇による誘導だけでなく、低炭素な製品への
買換や低炭素なライフスタイルへの転換などの意識と行動の変革が必要であるとしています。
　本市の民生家庭部門における温室効果ガス削減量は、近年では減少傾向にあるものの、基準年度と比較すると増
加しています。
　意識調査によると、省エネルギーのために市に実施してほしいことについて、省エネの方法などに関する分かりや
すい情報の提供という意見が補助金に次いで多くなっています。（資料編61ページ図3参照）
　このため、平成32年度に向けては「ちがさきエコネット」等を活用し、省エネルギーの必要性や取り組みによる経済
的なメリットを示し、市民の皆様の地球温暖化対策への関心を持っていただくとともに、具体的な行動をとっていただ
くことを目的とした取り組みを進めていきます。

　優先的に取り組む施策Ⅰは、家庭における地球温暖化対策を進めるため、地球温暖化対策に関する情報を集め
たポータルサイト「ちがさきエコネット」を運用し、情報を発信、共有することで市民の省エネ行動を促進し、多くの市
民に省エネライフを実践してもらうための取り組みを進めました。
　施策Ⅰ－１は、「ちがさきエコネット」の運用及び「ちがさきエコネット」上での家庭向けの登録制度である「ちがさき
エコファミリー」制度の平成27年度からの運用開始を目標としていました。
　構築にあたっては、市民目線のサイトとするため、NPO法人との協働推進事業として構築を進め、平成25年度から
準備を開始、平成26年度は詳細を設計し、予定どおり平成27年4月より「ちがさきエコネット」の運用を開始することが
できました。
　運用開始後は様々な周知活動を実施し、「ちがさきエコファミリー」の登録世帯数は平成28年度末時点で157世帯
となりました。
　施策Ⅰ－２では、市民の意識向上及び取り組み状況の把握を進めました。毎年市民2,000人を対象に実施してい
る意識調査では、「省エネを実践している」と回答した割合が50％前後に留まっており、意識向上に向けたさらなる取
り組みが必要です。
　また、「ちがさきエコファミリー」登録世帯一人当たりのエネルギー使用量を、「ちがさきエコネット」登録年度に比べ
て削減できた世帯数の割合は65.5％でした。今後は計画の目標である80％以上の達成に向け、家庭におけるエネ
ルギー使用量削減の取り組みを促していくとともに、より正確なデータを抽出するため、環境家計簿への入力者数を
増やす必要があります。
　施策Ⅰ－３は、家庭での省エネの取り組みの促進を目的とした省エネルギー表彰制度の平成27年度からの運用
開始を目標とし、家庭向けとして、「環境家計簿」を活用した「省エネコンテスト」を平成27年度から開始することがで
きました。
　また、事業者向けでは、「エコ事業者」が行っている省エネに関する取り組みを広く市民に紹介することを目的とし
た「省エネ活動展」を実施しました。
　以上の内容から、「ちがさきエコネット」を予定どおり運用できたこと、また、運用開始後は「ちがさきエコネット」の機
能を活用した「省エネコンテスト」等を開催し、「ちがさきエコファミリー」に省エネに関する行動をとっていただくことが
できたことから「ある程度進んでいる」という評価としました。
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■ 平成28年度の温暖化対策推進協議会評価と市の対応

■ 平成29年度の温暖化対策推進協議会指摘事項

　まず、エコネットの構築を目標どおり実施できたこと、エコネットの運用を開始している点などは、茅ヶ崎オリジナル
の取り組みとしても評価でき、目標どおりの展開だと考えられる。
　他方でエコネットの積極的な利用や活用については遅れがあるため、しっかり反省すべきである。今後は、この対
策案を作って施策を進めることが望まれる。対策例としては、発信・把握・評価を、年度ごとにきちんと繰り返していく
必要があるだろう。
　単年度や単発の取り組みには努力が認められるが、経過を振り返ってみると、どのように取り組みごとに取りまとめ
を行っているかが見えない。また、その中での工夫や改善による効果が現れていないように感じられる。
　その結果、周知徹底や情報発信の仕組み作りに遅れが見られる。経過を踏まえた反省にもとづき、経過を踏まえ
た新しい取り組みを作っていくべきである。経年的な推移を捉えた評価・反省を加えるべきである。
　具体的な取り組みの例として、「教育を通じて楽しく学べる方法」、「フリーマーケットで使えるクーポン券」の導入
など、教育やイベントを活用したさらなる周知徹底を図ってはどうか。

【優先的に取り組む施策Ⅰ：取り組んでみよう！ちがさき省エネライフ】

ウ 優先的に取り組む施策Ⅰに対する温暖化対策推進協議会指摘事項

「ちがさきエコネット」を構築し、運用開始していることは評価できる。ただし、エコネットの周知不足、エコファミリーの
登録件数の伸び悩み、省エネナビやエコワットの貸し出し認知度の低さは、依然として課題といえる。
　制度の周知は、市内の多様な組織、団体、個人の協力を得て、目標管理と併せ一層の取り組みを行ってほしい。
そして、エコネットが継続的に利用されるよう、市民がアクセスしたいと思える工夫やアクセスしやすい工夫を取り入
れ、コンテンツを強化し、双方向型の情報交換を可能にしてもらいたい。
　実際の情報を共有、活用し、報告がまとめられている点は、報告書として適切である。そこで、把握した情報により
確認された事項を、今後は施策に具体化する工夫が望まれる。

平成27年度の取り組みに対する協議会指摘事項

　ちがさきエコネットの導入以降、情報発信を続けている点、エコファミリー世帯数の増加のために取り組んでいる
点は微増ながら評価すべきである。さらに、エコネットを活用した省エネルギー表彰制度の導入と、継続的な実施も
多としたい。
　今後は、エコファミリー制度の周知、また、そのための新たな手法の検討は急務と考えられる。とくに、エコファミ
リー制度への参加者が依然として少ないため、さらなる検討・工夫が必要である。これは、エコネットに関する情報
の「発信」という目標に対して、十分な施策効果が表れていないからだと判断され、この反省をふまえて実効性の高
い施策に取り組むべきと考えられる。
　また、登録者数で計る施策効果だけでなく、把握しやすいエコネットのアクセス数も成果に加えつつ、随時、市民
に本項目に関連する情報を公表していく必要があるのではないか。

協議会指摘事項に対する市の対応

・「ちがさきエコネット」への新規登録者を獲得するための試行的な取り組みとして、みどりのカーテン用のゴーヤの
苗の配布の申し込み方法を従来の電話での申し込みから「ちがさきエコネット」からの申し込みに変更しています。
・「エコひろば（※）」の機能を活用した新たな試みとして、「みどりのカーテン写真投稿キャンペーン」を実施し、25
世帯からの投稿をいただきました。

平成29年度中に対応・実施しているもの

平成30年度以降に対応予定のもの

・「ちがさきエコファミリー」や「エコ事業者が」省エネに関する情報を提供し、お互いに情報を共有できるコンテンツ
の拡充や見直しを進め、「ちがさきエコネット」への新規参加者を増やすとともに、既に参加している市民や事業者
の継続的な利用を促進します。

これまでの施策の実施状況と今後の方向性に対する協議会指摘事項

平成28年度の施策の実施状況に対する協議会指摘事項
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

情報提供
開始

（27年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■成果・課題と評価

■今後の取り組み

成果 担当課による評価

・「省エネ活動展」は9日間で約1,200人の方にご来場いただくことができ、市役所で開催
したことで、インターネットを使わない方々にも「エコ事業者」の取り組みを広く紹介するこ
とができました。

B

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・事業者間の情報交換の促進に向け、事業者が自ら「ちがさきエコネット」に省エネや地
球温暖化対策に関する情報を提供できる仕組みを検討していく必要があります。

・サイトの運用開始に合わせて、「ちがさきエコネット」が持つ情報発信の機能を活用し、市だ
けでなく国や県が事業者向けに実施している省エネや地球温暖化対策に関する情報の提供
を行いました。

主な取り組み

ちがさきエコネット
の活用による情報
提供

ちがさきエコネットによるイベ
ントや講習会等の開催情報
の提供

ちがさきエコネットによる
イベントや講習会等の開
催情報の提供

【優先的に取り組む施策Ⅱ：進めよう！事業活動における地球温暖化対策】

Ⅱ－1：事業活動における地球温暖化対策とその温室効果ガス削減効果の発信

■施策の概要

・「ちがさきエコネット（※）」に事業者向けのページを作成し、温室効果ガス（※）削減効果が高かった省エネ対策
事例を紹介します。
事業者が集まるイベントや講習会の開催等の情報提供を行い、事業者間の情報交換を促進します。

施　策 目標進捗管理指標

ア　平成28年度の施策の実施状況

実施スケジュール（年度）具体的
取り組み内容

取り組み結果 担当課

・提供する情報の数を増やすため、国や県が事業者向けに行う事業の情報を収集していく必
要があります。
・市からの情報提供だけでなく、事業者同士、事業者から市民への省エネや地球温暖化対策
に関する情報を提供していただくための方法を検討していく必要があります。

課題

施　策

ちがさきエコネット
の活用による情報
提供

　「ちがさきエコネット　エコ事業者による省エネ活動展」を実施しました。「エコ
事業者(※)」によるパネル展示のほか、大学生による事業者インタビューや実
験イベント、電力の相談会なども併せて行い、「エコ事業者」が日頃行ってい
る省エネ活動や環境に配慮した事業を多くの方に紹介することができました。

環境政策課

施　策

ちがさきエコネット
の活用による情報
提供

取り組み内容 担当課

・事業所において温室効果ガス削減効果が高かった省エネ対策事例を調査
し、紹介します。
・「エコ事業者」が行っている省エネ活動や環境に配慮した事業の内容をご提
供いただき、市民に分かりやすい形で「ちがさきエコネット」に掲載します。

環境政策課
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

80％以上
（32年度）

支援開始
（28年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■成果・課題と評価

■今後の取り組み

BEMS導入支援
・BEMS機器の価格の低下や、電気事業者等の実績提供サービスがあること
等を考慮し、設置に係る補助制度は実施しないこととしました。

環境政策課

BEMS導入支援
・BEMSの活用事例について、「ちがさきエコネット」等で情報を発信するなど、
事業者におけるエネルギーの「見える化」の促進します。

環境政策課

取り組み内容 担当課

事業者の地球温暖
化対策取り組み状
況の把握

・市内事業者1,000社を対象とした意識調査を実施し、その結果を取りまとめ、
ホームページ等で公表します。

環境政策課

【優先的に取り組む施策Ⅱ：進めよう！事業活動における地球温暖化対策】

Ⅱ－２：事業活動における地球温暖化対策の取り組み状況の把握

■施策の概要

・事業者に対し、定期的な意識調査を行うとともに、事業活動に伴う温室効果ガス（※）排出量の現状を把握し、そ
の分析結果を公表します。

施　策 進捗管理指標 目標
具体的

取り組み内容

実施スケジュール（年度）

エコ事業者認定制
度の導入、実績
データの把握

事業活動のエネルギー使用
量削減事業者数の割合（エコ
事業者認定時比）

主な取り組み

・「省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査」を無作為抽出した事業者1,000社に対し実
施し、結果を市ホームページにおいて公表しています。
・平成21年度からこれまでの回答数及び「省エネの取組みを実践している」と回答した事業者
の割合の推移は資料編61ページ図4のとおりです。

意識調査、結果の分析・
公表

BEMS（※）導入支
援

BEMS導入支援 BEMS導入支援

課題
・意識調査の中で、省エネを実践している割合が低い水準となっています。意識調査の結果
から、事業者の温暖化対策の取り組みとして、コストをかけずにできる取り組みを行うという回
答が約50%を占めているため、コストをかけない省エネの事例を紹介していく必要があります。

施　策 取り組み結果 担当課

事業者の地球温暖
化対策取り組み状
況の把握

・引き続き無作為に抽出した事業者1,000社に対し、意識調査を実施した結
果、回答数は271件でした。（回答率27.1％）うち、省エネの取り組みを実践し
ている事業者の割合は50.7％でした。また、意識調査の結果を市ホームペー
ジに公表しました。

環境政策課

成果 担当課による評価

・「省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査」を予定どおり行い、事業者の地球温
暖化対策の取り組み状況を把握し、結果をホームページへ公表しました。 C

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・意識調査の結果から、直近3年間の省エネの取り組みを実践している事業者の割合は
50%前後となっており、省エネに取り組めない理由としてコストがかかることが最も多くなっ
ている（資料編61ページ図5参照）ことから、省エネが経営の効率化につながっている事
例を紹介するなどの対策が必要です。

施　策
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

運用開始
（27年度）

700件
（32年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■成果・課題と評価

■今後の取り組み

施　策 取り組み結果 担当課

環境政策課
エコ事業者認定制
度の導入、実績
データの把握

・「省エネ活動展」の実施にあたって出展の依頼とともに「エコ事業者」への登
録を事業者に個別に呼びかけ、新たに8社の「エコ事業者」を認定しました。

成果 担当課による評価

・平成27年度を上回る8つの事業者を新たに「エコ事業者」に認定しました。
・「省エネ活動展」を通じて「エコ事業者」の省エネの取り組みを多くの方々に紹介しまし
た。

主な取り組み
・平成27年度末時点で5つの事業者に「エコ事業者」認定をしました。
・「エコ事業者」に、事業活動における電気、ガス、水道などのエネルギー使用量を「環境家計
簿」に入力していただき、実績データの把握を行いました。

課題
・「省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査」によると、「ちがさきエコネット」を知らない事
業者の方が約70%となっています。このことから、引き続きあらゆる手法、機会を捉えてサイトを
周知し、多くの「エコ事業者」を得ていくための普及活動が必要です。

エコ事業者認定制度の認定
数

エコ事業者認定制
度の導入、実績
データの把握

エコ事業者認定制度の構築 制度の運用・改善

制度の普及及び認定作
業、実績データの把握

【優先的に取り組む施策Ⅱ：進めよう！事業活動における地球温暖化対策】

Ⅱ－3：エコ事業者認定制度の導入検討

■施策の概要

・事業者の地球温暖化対策を進めるため、温室効果ガス排出量の削減に積極的に取り組む事業者を「ちがさきエ
コネット」内において「エコ事業者（※）」と認定する制度の導入を検討します。
・「エコ事業者」の登録数を増やすことを目指します。
・「エコ事業者」の取り組み内容を公表することにより、その他の事業者への情報提供とエコ事業者認定取得への
動機付けを図ります。

施　策 進捗管理指標 目標
実施スケジュール（年度）具体的

取り組み内容

C

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・「エコ事業者」の認定数を増やすためには、事業者にとって「ちがさきエコネット」への
登録のメリットを示すとともに、一斉の周知だけでなく事業者に個別に登録を呼びかける
ことが必要です。

施　策 取り組み内容 担当課

エコ事業者認定制
度の導入、実績
データの把握

・「省エネ活動展」のようなイベントを通じて、「エコ事業者」の省エネ及び地球
温暖化対策の取り組みを公表することで、他の事業者への情報提供と「エコ
事業者」認定制度の周知を図ります。

環境政策課
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イ　これまでの施策の実施状況と今後の方向性

C

B

C

B

C

C

C

C

80％以上
（32年度）

意識調査、結果の分析・公表

ちがさきエコネットによるイベント
や講習会等の開催情報の提供

ちがさきエコネットによるイ
ベントや講習会等の開催
情報の提供

担当課

環境政策課

・「ちがさきエコネット」においてイベントや講習会等の開催情報を紹介
するための機能の検討を行いました。

平成28年度

実
施
状
況
等

環境政策課

BEMS(※)導入支援 BEMS導入支援 環境政策課

事業者の地球温暖
化対策取り組み状況
の把握

事業活動のエネルギー使
用量削減事業者数の割合
（エコ事業者認定時比）

担当課

BEMS導入支援
支援開始
（28年度）

主な取り組み結果と成果 担当課による評価

・市、国及び県の情報の掲載や写真を使って視覚的にイベント等の情
報をお知らせする「フォトライブラリー」、「ちがさきエコネット」の参加者
同士で省エネ等に関する情報を自由に交換することができる「エコひろ
ば」等、市から事業者へ、事業者同士で、事業者と市民の間で情報の
やりとりの仕組みを「ちがさきエコネット」内に構築しました。

・サイトの運用開始に合わせて、「ちがさきエコネット」が持つ情報発信
の機能を活用し、市だけでなく、国や県が事業者向けに実施している
省エネや地球温暖化対策に関する情報の提供を行いました。

・「ちがさきエコネット」登録のある「エコ事業者（※）」による「省エネ活動
展」を実施しました。「エコ事業者」によるパネル展示のほか、大学生に
よる事業者インタビューや実験イベント、電力の相談会なども合わせて
行い、「エコ事業者」が日頃行っている省エネ活動や環境に配慮した事
業を多くの方に紹介しました。

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

取り組む施策・対策 Ⅱ－２：事業活動における地球温暖化対策の取り組み状況の把握

施　策 進捗管理指標 目標 具体的取り組み内容

平成27年度

平成28年度

実
施
状
況
等

取り組み年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

【優先的に取り組む施策Ⅱ：進めよう！事業活動における地球温暖化対策】

■　優先的に取り組む施策Ⅱの実施状況（平成25～28年度）

Ⅱ－１：事業活動における地球温暖化対策とその温室効果ガス削減効果の発信

目標

情報提供開始
（27年度）

具体的取り組み内容

取り組む施策・対策

ちがさきエコネットの
活用による情報提供

施　策 進捗管理指標

取り組み年度

平成25年度

平成26年度

担当課による評価

・事業者1,000社を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意
識調査を実施しました。（アンケート回答率25.2％、うち省エネを実践し
ていると回答した割合98.0％）
・「ちがさきエコネット」において「エコ事業者」のエネルギー使用量を把
握する仕組みを設計しました。

・事業者1,000社を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意
識調査を実施しました。（アンケート回答率31.9％、うち省エネを実践し
ていると回答した割合45.5％）
・意識調査を回答しやすくするため、設問の簡素化を図りました。

・事業者1,000社を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意
識調査を実施しました。（アンケート回答率30.3％、うち省エネを実践し
ていると回答した割合51.0％）

・事業者1,000社を対象に省エネルギー・地球温暖化防止に関する意
識調査を実施しました。（アンケート回答率27.1％、うち省エネを実践し
ていると回答した割合50.7％）

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

主な取り組み結果と成果
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C

B

C

C

■　これまでの施策の実施状況に対する評価

■　平成32年度に向けた施策の方向性

　□順調に進んでいる　　■ある程度進んでいる　　□遅れている　　□大きく遅れている

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

取り組む施策・対策 Ⅱ－３：エコ事業者認定制度の導入検討

施　策 進捗管理指標 目標

平成26年度

平成27年度

平成28年度

・「ちがさきエコネット」への登録事業者を増やすため、事業者が集まる
会議において「エコ事業者認定制度」の説明を行うなどの周知活動を
行い、5社の事業者を「エコ事業者」として認定しました。

具体的取り組み内容 担当課

評価

・「省エネ活動展」の実施にあたり、出展のお願いとともに、「エコ事業
者」への登録を事業者に個別に呼びかけ、新たに8社の「エコ事業者」
を認定しました。
・「省エネ活動展」を通じて「エコ事業者」の省エネの取り組みを多くの
方々に紹介しました。

・「ちがさきエコネット」にて事業活動「エコ事業者宣言」を行った事業者
を「エコ事業者」として認定する制度設計を行いました。認定事業者に
はエコ事業者認定証（ステッカー）を交付するとともに、認定証と同じデ
ザインの電子データをエコ事業者の画面からダウンロードできるようにし
ます。

　本市の部門別の温室効果ガス削減の状況は、建設・製造業等の産業部門は順調に削減を続けているものの、
サービス業・小売業などの民生業務部門及び運輸部門はほぼ横ばいの推移となっています。
　意識調査によると、省エネなど温室効果ガス(※)の排出抑制に向けた取り組みについては、事業活動にメリットがあ
る範囲で取り組むという意見が最も多くなっています。（資料編62ページ図6参照）
　こうしたことから、今後は「ちがさきエコネット」等を活用し、省エネへの取り組みが経費の削減につながった事例の
情報を提供するなど、温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みが事業者にとってメリットとなることを示すことで、
事業活動における省エネの促進を図っていきます。

　優先的に取り組む施策Ⅱは、事業活動における地球温暖化対策を進めるため、地球温暖化に関する情報を集め
たポータルサイト、「ちがさきエコネット」を運用し、事業者の取り組み状況を把握する仕組みを構築するとともに、有
効な情報を発信する取り組みを進めました。
　施策Ⅱ－１は、「ちがさきエコネット」を運用し、事業者向けのイベントや講習会の開催等の情報を提供を進め、市
だけでなく国や県が事業者向けに実施している省エネや地球温暖化対策に関する情報を「ちがさきエコネット」のお
知らせやメールマガジン等を活用し提供しました。
　また、平成28年度には「エコ事業者」が日頃行っている省エネに関する活動や環境に配慮した事業を広く紹介する
ことを目的とした「省エネ活動展」を市役所にて開催し、普段インターネットを利用しない方々にも「エコ事業者」の活
動を紹介しました。
　施策Ⅱ－２では、事業活動における地球温暖化対策の取り組み状況の把握を目的として意識調査を実施しまし
た。調査の中で、「省エネを実践している」と回答した割合が50％前後に留まっており、省エネに取り組むのが難しい
理由として「コストがかかる」ことが最も多くなっていることから、省エネが経営の効率化につながっている事例を紹介
するなどの対策が必要です。
　施策Ⅱ－３では、事業者の地球温暖化対策を進めるため、温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組む事業者
を「エコ事業者」として認定する制度の導入を進めました。事業者が集まる会議での説明や、「省エネ活動展」の実施
に合わせた個別の説明などの周知活動を行い、「エコ事業者」の認定数は平成28年度末時点で13社となりました。
　以上の内容から、事業者へ新たな情報提供の手段の構築、「エコ事業者」の取り組みの紹介、エコ事業者認定制
度の導入を進めることができたことから「ある程度進んでいる」という評価としました。

実
施
状
況
等

取り組み年度

平成25年度

制度の運用・改善

・「ちがさきエコネット」に登録した事業者を「エコ事業者」として認定し、
認定事業者にはエコ事業者認定証（ステッカー）を交付するとともに、認
定証と同じデザインの電子データをダウンロードできる仕様としました。

エコ事業者認定制度の構
築

運用開始
（27年度）エコ事業者認定制度

の導入、実績データ
の把握

主な取り組み結果と成果 担当課による評価

環境政策課

エコ事業者認定制度の認
定数

700件
（32年度）

制度の普及及び認定作業、実
績データの把握

環境政策課
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■ 平成28年度の温暖化対策推進協議会指摘事項と市の対応

■ 平成29年度の温暖化対策推進協議会指摘事項

これまでの施策の実施状況と今後の方向性に対する協議会指摘事項

　事業活動における地球温暖化対策にとり、最も重要な条件となる自治体からの情報発信や情報収集について
は、ネットと連動した周知が実施されてきたことは、一定の評価ができる。
　また、自治体独自の取り組みや工夫として、省エネ活動展といったイベントの開催は効果的で、見学者も多く集
まったことなどから、継続を前提に、目標達成につなげてほしい。
ただし、これまでの経過から判断すると、目標達成に大幅な遅れが見られ、取り組み内容とそれによる目標の達成
との間に大きな開きがある点について、早急な改善が望まれる。さらに場合によっては、目標そのものの改正が必
要とも判断され、検討が望まれる。
　事業者への働きかけについては、事業者のコスト感覚・意識を適切に理解する必要があり、環境対策を採用して
もらうための自治体施策のさらなる大胆な工夫が望まれる。
　それには、第３次産業的要素が強い茅ヶ崎のビジネス特性を十分に考慮し、市民と事業者、ならびに、事業者間
の情報のやりとりを活性化させることで効果が表れると予想され、今後はその対策の具体化を検討してはどうか。

【優先的に取り組む施策Ⅱ：進めよう！事業活動における地球温暖化対策】

ウ　優先的に取り組む施策Ⅱに対する温暖化対策推進協議会指摘事項

　市から事業者への、積極的な情報提供の実績があるのは評価される。ただし、エコ事業者の登録件数が依然とし
て少なく、早急な対策（提供される情報の量と質）が望まれる。周知方法の見直し、市内の関係団体への協力要
請、事業者への誘因（経済面の他、事業支援、事業所イベントや事業活動の紹介等）をさらに検討するなど、取り
組みを前進させてほしい。また、本社と事業所の別、を考慮しつつ、重複する作業の低減を検討し、入力の仕組み
も再考してはどうか。
　アンケートデータ等と連動させた課題設定は、たいへん望ましい形である。可能ならば具体策まで展望できれば
良い。これら見直しとともに、事業者との連携・協力が図られることが望まれる。

平成27年度の取り組みに対する協議会指摘事項

　省エネ活動展の実施と事業者の参加実績に表れているとおり、エコネット加入事業者の増加策を実施しているこ
とは、評価できる。
　省エネ活動展などの取り組みは本施策にとり重要であり、ぜひ継続してほしい。そして、参加事業者をさらに増や
すため、企業に対する利点の明示や、企業が積極的にPRできるような工夫をしながら、事業者の協力をとりつける
ことが望ましい。
　ただし、本施策は、目標に対して進捗が少ないものが多く、その部分をどう改善するかをまず考えるべきである。と
りわけ、事業者の協力を得て進めるべき取り組みについては、目標達成が可能な具体策を検討し、場合によっては
目標の見直しも視野に、反省と検討を進めてはどうか。
　事業活動でポイントとなる事業者間及び市民と事業者の連携がイメージされていけば、エコネットの登録、意識調
査の回収率の上昇、認定制度の周知も進むと考えられる。そこで、組織・団体間の横のつながりを意識した取り組
みが必要である。
　エコ事業者の認定制度についても、認定事業者数が目標とは大きく乖離しており、さらなる進捗の余地があり、改
善策が望まれる。

協議会指摘事項に対する市の対応

・「ちがさきエコネット」で提供する情報の質の向上・事業支援を目的として、事業者のイベントや事業活動をエコ事
業者自らが紹介できる仕組みの検討を進めています。

平成29年度中に対応・実施しているもの

平成30年度以降に対応予定のもの

・省エネの取り組みが事業コストの削減につながった事例を「ちがさきエコネット」等を活用し紹介するなど、事業者
にとってメリットとなるような情報の提供を行うことで省エネに取り組む事業者の増加を図ります。
・さらなる情報の共有化に向け、「エコ事業者」同士の情報交換の可能性について検討を進めます。

平成28年度の施策の実施状況に対する協議会指摘事項
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

設置者数
の増減比
の把握

2,750世帯
（32年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

ア　平成28年度の施策の実施状況

実施スケジュール（年度）具体的
取り組み内容

設置者の増減比の把
握、補助金制度のＰＲ、
補助金交付事務

太陽光発電設備設置補
助

積立、寄付金の募集・受
付

太陽光発電設備設置補
助

機器・設備の設置

環境教育での活用

・平成24年度をピークに太陽光発電設備設置費補助金の申請件数が減少傾向にあります。
余剰電力買取価格の動向や、太陽光発電設備の設置単価、近隣自治体の動向などを勘案
しながら今後の補助制度のあり方について検討する必要があります。

主な取り組み

公共施設における
再生可能エネル
ギーを利用した自
家発電設備の設置

公共施設への省エネルギー
機器や再生可能エネルギー
自家発電設備の設置状況

23施設
（32年度）

課題

【優先的に取り組む施策Ⅲ：協力しよう！地域で取り組む地球温暖化対策】

Ⅲ－1：住宅、事業所、公共施設への省エネルギー機器や再生可能エネルギー自家発電設備の設置

■施策の概要

・住宅への高効率給湯器やコージェネレーションシステム等の省エネルギー機器、再生可能エネルギーを利用し
た自家発電設備設置に対する補助を継続します。
・事業者に対しては、「茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金」を活用した設置導入支援や導入誘導方策を検討
します。
・公共施設では、再生可能エネルギーを利用した自家発電設備の設置を進めるとともに、学校等での環境教育へ
の活用を図ります。

施　策 目標

取り組み結果 担当課施　策

省エネルギー機器
の導入補助

・「省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査」の結果、平成28年度に省
エネ機器を導入したと回答した世帯数は285で、全体の約37.3％でした。（回
答数：763）導入している機器で最も多かったのは、LED照明等の高効率型照
明器具、次いで冷蔵庫やエアコン等省エネルギー性能のある家電でした。
(資料編62ページ図7参照)
・省エネ機器等導入支援事業補助金の交付件数(資料編63ページ図8参照)
は53件となりました。（当初受付可能件数53件）
・エネファーム等の省エネルギー機器の価格は補助事業開始当初に比べて
下がってきており、設置しやすくなっていることから、今後も普及が見込まれる
ため、平成28年度をもって補助事業を終了することとしました。

環境政策課

・省エネルギー機器の導入支援策として、住宅用太陽光発電設備、住宅用コージェネレー
ションシステム(※)、住宅用太陽熱利用設備の設置に係る補助事業を実施しました。
・引き続き、太陽光発電普及啓発基金への積み立てを行いました。
・市役所本庁舎の建て替えに伴い、太陽光発電設備30ｋW、コージェネレーションシステム25
ｋW（2台）を導入しました。

省エネルギー機器
の導入補助

進捗管理指標

意識調査において、省エネ
ルギー機器を設置した市民、
事業者数の割合

太陽光発電設備の
普及

太陽光発電設備の導入世帯
数

茅ヶ崎市太陽光発
電設備普及啓発基
金の活用

太陽光発電設備普及啓発基
金活用の仕組みづくり

制度導入
(26年度)
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■成果・課題と評価

■今後の取り組み

環境政策課

環境政策課

公共施設における
再生可能エネル
ギーを利用した自
家発電設備の設置

・小和田保育園の照明30灯、室田保育園の照明17灯及び市内4校（小学校4
校）の照明213灯をLED照明（※）に入れ替えました。
・松林ケアセンター4台、松林公民館3台及び市内8校（小学校5校、中学校3
校）18台の空調室外機を高効率空調室外機に入れ替えました。

各施設所管課
（環境政策課）

施　策 取り組み内容 担当課

省エネルギー機器
の導入補助

・広報紙、ホームページ等の各種広報媒体や、環境フェア等の各種イベント
等、様々な機会を捉え、省エネルギー機器等の普及を目的とした周知を実施
します。
・意識調査を実施し、省エネルギー機器を設置した市民、事業者の割合を把
握します。

環境政策課

太陽光発電設備の
普及

・広報紙、ホームページ等の各種広報媒体や、環境フェア等の各種イベント
等、様々な機会を捉え、太陽光発電設備の普及を目的とした周知を実施しま
す。
・太陽光発電クレジット事業（33ページ参照）を推進することで、太陽光発電の
新規設置を支援します。

太陽光発電設備の
普及

・住宅用の太陽光発電設備設置費補助金の交付件数(資料編63ページ図9
参照)は55件となりました。（当初受付可能件数53件）
・平成28年度に補助制度を利用し設置した太陽光発電設備の総発電容量は
262.71ｋWであり、設備1ｋWあたり1年間で1,000ｋWｈ発電する想定で計算す
ると131.36ｔ-ＣＯ2の排出量を削減している計算になります。（注：排出係数は

環境省発表の平成27年度東京電力実排出係数0.0005（t-CO2/kWh）を使

用）
・太陽光発電設備の導入価格は補助事業開始当初に比べ下がってきてお
り、導入しやすくなっていることから、今後も普及が見込まれるため、平成28年
度をもって補助事業を終了することとしました。

茅ヶ崎市太陽光発
電設備普及啓発基
金の活用

・市民活動サポートセンター及びこどもセンターの売電収入や寄附金を中心
に基金へ積み立て、平成28年度の積立額は1,342,088円、平成28年度末時
点の累計積立額は6,734,948円となりました（資料編63ページ表2参照）。
・太陽光の普及啓発を目的とした太陽光発電設備の設置を推進する事業に
対する補助制度についての検討を進めました。

成果 担当課による評価

・太陽光発電設備、省エネルギー機器等の設置に係る補助について、交付件数が当初
受付可能件数に達し、普及を進めることがました。
・引き続き太陽光発電設備普及啓発基金への積立を行い、積立額を増やすことができ
ました。

C

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・省エネルギー機器等、太陽光発電設備については、28年度をもって補助事業を終了
することとしましたが、今後の普及に向け市ができる支援策を検討し実施していく必要が
あります。
・太陽光発電設備普及啓発基金を活用し、太陽光の普及啓発を目的とした太陽光発電
設備の設置を推進していく必要があります。

環境政策課

茅ヶ崎市太陽光発
電設備普及啓発基
金の活用

・補助制度を実施するための財源を確保するため、引き続き基金への積立を
行います。
・太陽光の普及啓発を目的とした太陽光発電設備の設置を推進する事業に
対する補助制度の開始を目指します。

環境政策課

公共施設における
再生可能エネル
ギーを利用した自
家発電設備の設置

・引き続き、公共施設への省エネルギー機器や再生可能エネルギー自家発
電設備の設置を進めます。

各施設所管課
（環境政策課）
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

50台／年
(32年度)

3％以上
（32年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■成果・課題と評価

■今後の取り組み

【優先的に取り組む施策Ⅲ：協力しよう！地域で取り組む地球温暖化対策】

Ⅲ－2：電気自動車の導入推進

■施策の概要

・電気自動車の普及のため、電気自動車の購入費に対する助成を継続して行います。
・市民、事業者への普及啓発のため、電気自動車を率先して導入します。

施　策 進捗管理指標 目標
実施スケジュール（年度）具体的

取り組み内容

・電気自動車購入費補助金について、今後の補助制度のあり方を検討する必要があります。

施　策 取り組み結果 担当課

電気自動車の購入補助件数

主な取り組み

・電気自動車購入費補助金の平成27年度末時点の累計補助件数が118件になりました。
・日産自動車株式会社が地球温暖化対策として電気自動車の普及を目的に全国の自治体
向けに実施した「電気自動車活用事例創発事業」を活用し、ワンボックスタイプの電気自動車
（日産e-NV200）1台を3年間無償で借り受けることとなり、公用車における電気自動車の所有
台数が4台となりました。

公用車における電気自動車
の所有割合

電気自動車の導入
推進

電気自動車の導入補助

公用車への電気自動車
の導入

電気自動車の導入
推進

・平成28年度の補助件数は8件となりました。（当初受付可能件数10件）
・環境フェア（※）において市役所周辺を実際に走行し、乗り心地等を体験で
きる電気自動車の試乗、同乗体験会を実施しました。（参加者35名）
・環境フェア、消防防災フェスティバル等のイベントで電源として電気自動車
を使用し、非常用電源としての使い道について市民の方々へ周知しました。
・茅ヶ崎第1駐車場に加え、新しい本庁舎の駐車場に設置した急速充電器に
ついても無料で利用可能とし、電気自動車の普及を支援しています。
・公用車における電気自動車の所有割合は1.5％（全公用車数262台のうち4
台）となっています。

環境政策課

成果 担当課による評価

・補助事業に実施に加え、環境フェアをはじめとした各種イベントで電気自動車の周知
等を実施し、電気自動車の導入に向けた支援を行いました。 C

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・電気自動車購入費補助金の申請件数が減少しています。社会情勢や市民のニーズを
把握していく必要があります。
・公用車への電気自動車の導入を進める必要があります。

課題

施　策 取り組み内容 担当課

電気自動車の導入
推進

・引き続き各種イベント等、機会を捉え電気自動車の普及に向けた周知を行う
とともに、補助制度のあり方について検討します。
・公用車としての電気自動車の導入に向け、引き続き関係課への働きかけを
行います。

環境政策課
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■目標年度までの実施スケジュール（市が実施主体の取り組み）

28 29 30 31 32

制度導入
（26年度）

■平成27年度までの主な取り組みと課題

■平成28年度の取り組み状況

■成果・課題と評価

■今後の取り組み

課題 A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：評価不能

・制度を継続的に運用するため、ご参加いただける世帯を増やしていくとともに、クレジッ
トを活用していただける企業等を募っていく必要があります。

実施スケジュール（年度）具体的
取り組み内容

利用者の募集、運用、改
善

・平成26年度末時点の参加世帯である53世帯の太陽光発電による環境価値をとりまとめ、
27t-CO2のクレジットの認証を受けました。

・うち5t-CO2のクレジットを湘南国際マラソンで使用するエコ袋のカーボンオフセットに活用し

ました。

課題

・現在保有している22t-CO2のクレジットをご購入いただける企業等を募集していく必要があり

ます。
・クレジットの売却を進め、事業参加者への還元を行い、事業への参加から還元までのサイク
ルを確立する必要があります。

茅ヶ崎市太陽光発
電クレジット制度の
導入

茅ヶ崎市太陽光発電クレジッ
ト制度の導入時期

主な取り組み

成果 担当課による評価

・平成27年度末時点で保有していたクレジット22t-CO2の全てを売却するとともに、売却

益を平成26年度末時点の参加者53世帯に還元し、事業への参加から還元までの仕組
みを確立することができました。
・様々な機会を捉えた周知活動の結果、新たに43世帯にご参加いただき、平成28年度
末時点の参加世帯数は126世帯となりました。

B

【優先的に取り組む施策Ⅲ：協力しよう！地域で取り組む地球温暖化対策】

茅ヶ崎市太陽光発
電クレジット制度の
導入

・平成27年度に引き続き、湘南国際マラソンでランナーが使用するポリ袋（エ
コ袋）のカーボンオフセット(※）に5t-CO2、市内事業者の（株）オーテックジャ

パンの事業活動によるカーボンオフセットに17t-CO2のクレジットが活用され、

平成27年度末に保有していた22t-CO2全量を売却しました。

・環境フェア等（※）のイベントにおける周知、広報紙やタウンニュースによる
広報、平成25年度以降の太陽光補助金受領者の中で参加対象となりうる世
帯を抽出し、制度への参加案内を送付する等の周知活動を行いました。

環境政策課

施　策 取り組み結果 担当課

Ⅲ－3：地域での発電電力や環境価値を地域で利用する仕組みづくり

■施策の概要

・再生可能エネルギーを利用した自家発電設備で発電された電気や環境価値（※）を地域で利用する仕組みの構
築を図ります。

施　策 進捗管理指標 目標

施　策 取り組み内容 担当課

茅ヶ崎市太陽光発
電クレジット制度の
導入

・引き続き、広報紙等、あらゆる媒体の活用、機会を捉えた事業の周知を行
い、参加世帯を増やしていきます。
・クレジットを活用していただくために必要な活動を行い、認証されたクレジット
の全量を売却していくこと目指します。

環境政策課
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イ　これまでの施策の実施状況と今後の方向性

B

B

B

C

主な取り組み結果と成果 担当課による評価

・省エネルギー機器等設置費補助金を実施、交付件数は101件でし
た。
・太陽光発電設備設置費補助金を実施、交付件数は228件でした。
・市民活動サポートセンター及びこどもセンターの売電収入、寄附金等
1,187,949円を太陽光発電設備設置費補助金に積み立てました。
・松浪コミュニティーセンター及びつつじ学園に太陽光発電設備及び
蓄電池を設置しました。

・省エネルギー機器等設置費補助金を実施、交付件数は99件でした。
・太陽光発電設備設置費補助金を実施、交付件数は187件でした。
・市民活動サポートセンター及びこどもセンターの売電収入、寄附金等
1,443,021円を太陽光発電設備設置費補助金に積み立てました。
・市役所本庁舎の建て替えに伴い、太陽光発電設備、コージェネレー
ションシステム2台を設置しました。

・省エネルギー機器等設置費補助金を実施、交付件数は53件でした。
・太陽光発電設備設置費補助金を実施、交付件数は55件でした。
・市民活動サポートセンター及びこどもセンターの売電収入、寄附金等
1,342,088円を太陽光発電設備設置費補助金に積み立てました。
・省エネルギー機器等、太陽光発電設備については、平成28年度を
もって補助事業を終了することとしましたが、今後の普及に向け市がで
きる支援策を検討し実施していく必要があります。

・省エネルギー機器等設置費補助金を実施、交付件数は96件でした。
・太陽光発電設備設置費補助金を実施、交付件数は337件でした。
・市民活動サポートセンター及びこどもセンターの売電収入、寄附金等
1,203,203円を太陽光発電設備設置費補助金に積み立てました。

公用車への電気自動車の導入 環境政策課

電気自動車の購入補助件
数

電気自動車の導入補助

公共施設における再
生可能エネルギーを
利用した自家発電設
備の設置

公共施設への省エネル
ギー機器や再生可能エネ
ルギー自家発電設備の設
置状況

23施設
（32年度）

機器・設備の設置
環境教育での活用

環境政策課

太陽光発電設備の
普及

太陽光発電設備の導入世
帯数

2,750世帯
（32年度）

太陽光発電設備設置補助

■　優先的に取り組む施策Ⅲの実施状況（平成25～28年度）

Ⅲ－１：住宅、事業所、公共施設への省エネルギー機器や再生可能エネルギー自家発電設
備の設置

取り組む施策・対策

環境政策課

【優先的に取り組む施策Ⅲ：協力しよう！地域で取り組む地球温暖化対策】

茅ヶ崎市太陽光発電
設備普及啓発基金
の活用

太陽光発電設備普及啓発
基金活用の仕組みづくり

意識調査において、省エ
ネルギー機器を設置した
市民、事業者数の割合

担当課

環境政策課

進捗管理指標 目標

設置者数の増
減比の把握

具体的取り組み内容

省エネルギー機器の
導入補助

施　策

設置者の増減比の把握、補助
金制度のＰＲ、補助金交付事務

制度導入
(26年度)

積立、寄付金の募集・受付
太陽光発電設備設置補助

環境政策課

担当課

公用車における電気自動
車の所有割合

3％以上
（32年度）

50台／年
(32年度)

環境政策課

取り組み年度

電気自動車の導入
推進

平成28年度

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

取り組む施策・対策 Ⅲ－２：電気自動車の導入推進

施　策 進捗管理指標 目標 具体的取り組み内容

平成25年度

平成26年度

平成27年度

実
施
状
況
等
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C

C

C

C

B

B

B

B

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

担当課による評価

・電気自動車購入費補助金を実施、交付件数は30件となりました。
・公用車における電気自動車の所有台数は3台となっています。

・電気自動車購入費補助金を実施、交付件数は34件となりました。
・公用車における電気自動車の所有台数は3台となっています。

・電気自動車購入費補助金を実施、交付件数は17件となりました。
・日産自動車㈱が全国の自治体向けに実施した「電気自動車活用事
例創発事業」を活用し、公用車における電気自動車の所有台数は4台
となりました。

担当課による評価

取り組む施策・対策 Ⅲ－３：地域での発電電力や環境価値を地域で利用する仕組みづくり

施　策 進捗管理指標 目標

・平成26年度末時点の参加53世帯の太陽光発電による環境価値を取
りまとめ、27t-CO2のクレジットが国に認証されました。

・上記のうち5t-CO2のクレジットを湘南国際マラソンでランナーが使用

するエコ袋のカーボンオフセット（※）に活用されました。

・平成27年度に引き続き、湘南国際マラソンでランナーが使用するポリ
袋（エコ袋）のカーボンオフセット(※）に5t-CO2、市内事業者の（株）

オーテックジャパンの事業活動によるカーボンオフセットに17t-CO2のク

レジットが活用され、平成27年度末に保有していた22t-CO2全量を売

却することができました。
・売却益を平成26年度末時点の53世帯に還元し、事業への参加から還
元までの仕組みを確立することができました。
・様々な機会を捉えた周知活動の結果、新たに43世帯にご参加いただ
き、平成28年度末時点の参加世帯数は126世帯となりました。

・協働推進事業として「NPO法人ちがさき自然エネルギーネットワーク
（ちがさきREN）」とともに、国が実施するJ-クレジット制度のプロジェクト
登録の認証手続きを進め、ちがさきRENを実施者とする「茅ヶ崎市太陽
光発電クレジット事業」が認証されました。
・平成26年4月の事業開始に向け、平成24、25年度に本市の太陽光発
電設備設置費補助金の交付を受けた世帯に対し、制度への加入案内
を送付しました。

・太陽光発電設備設置費補助金補助金の申請者を対象とした事業内
容の周知や事業開始の記者発表、広報紙及びタウン紙による周知等
の周知活動を実施し年度末時点で53世帯の参加申し込みをいただくこ
とができました。

茅ヶ崎市太陽光発電クレ
ジット制度の導入時期

制度導入
（26年度）

主な取り組み結果と成果

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成27年度

平成28年度

実
施
状
況
等

茅ヶ崎市太陽光発電
クレジット制度の導入

実
施
状
況
等

取り組み年度

平成25年度

取り組み年度

平成25年度

平成26年度

・電気自動車購入費補助金を実施、交付件数は8件となりました。
・公用車における電気自動車の所有割合は1.5％（全公用車数262台の
うち4台）となっています。

A：極めて順調に進
んでいる
B：概ね順調に進ん
でいる
C：ある程度進んで
いる
D：あまり進んでい
ない
E：積極的な取り組
みが必要
-：評価不能

環境政策課

主な取り組み結果と成果

具体的取り組み内容 担当課

利用者の募集、運用、改善
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■　これまでの施策の実施状況に対する評価

■　平成32年度に向けた施策の方向性

　□順調に進んでいる　　■ある程度進んでいる　　□遅れている　　□大きく遅れている評価

　省エネルギー機器等、太陽光発電設備の補助事業については、平成28年度をもって終了することとしましたが、い
ずれも市域の温室効果ガス排出削減のため今後もさらなる普及が必要であることから、市が実施する各種イベントに
おける周知や、「ちがさきエコネット」、広報紙、ホームページなど各種媒体を活用した周知など、市ができる支援策
を検討し実施していきます。
　太陽光発電クレジット事業は、平成28年度末現在の参加が126世帯となりました。今後も参加者の増加に比例して
認証されるクレジット量も増えることが想定されることから、クレジットを活用していただくことに重点を置いた取り組み
を進めることで事業の拡充を図り、太陽光発電の新規設置も支援していきます。

　優先的に取り組む施策Ⅲは、計画策定当時既に取り組んでいた太陽光発電設備や電気自動車の普及をさらに市
全体に広げるための取り組みを進めました。
　施策Ⅲ－１では、太陽光発電設備や省エネルギー機器等の普及を目的とする補助事業を実施しました。住宅向け
には、省エネルギー機器等の補助事業を24年度から実施しており、平成28年度末時点の累計補助件数は407件と
なりました。また、太陽光発電設備設置費補助事業は平成21年度から実施、平成28年度末時点の累計補助件数は
1,984件（資料編63ページ図9参照）となりました。
　なお、これらの補助事業については、設備等の導入に係る価格が補助事業開始当初に比べて下がってきており、
導入しやすくなっていることから、今後も普及が見込まれるため、平成28年度をもって終了することとしました。
　施策Ⅲ－２では、市民や事業者、市における電気自動車の普及に向けた取り組みを進めました。市民及び事業者
向けには平成24年度から電気自動車購入費補事業を実施、平成28年度末時点の累計補助件数は126件となりまし
た。また、公用車における電気自動車の導入については、平成27年度に日産自動車㈱が全国の自治体向けに実施
した「電気自動車活用事例創発事業」に採択され、ワンボックスタイプの電気自動車1台を3年間無償で借り受けるこ
ととなり、公用車における電気自動車の所有台数は4台、公用車全体に占める割合は1.5％となっています。
　施策Ⅲ－３は、地域で創られた環境価値（※）を地域で利用するための仕組みとして、太陽光発電クレジット事業
（ちがさきおひさまクレジット）の平成26年度からの制度導入を目標としていました。　平成25年度にはNPO法人を実
施主体として国へのプロジェクト登録が認証され、予定どおり平成26年4月より制度を開始しました。
　運用開始後は、制度へ参加者を獲得するための周知やクレジットを活用していただける企業等の募集を平行して
進め、平成27年度に認証された27t-CO2のクレジットを全て売却し、売却益を事業参加者へ還元することで、事業へ

の参加から還元までの仕組みを確立することができました。
　以上の内容から、各種補助制度の実施により、省エネルギー機器、太陽光発電設備及び電気自動車の普及を進
めることができたこと、また、太陽光発電クレジット事業の実施により地域で創られた環境価値を地域で利用するため
の仕組みを構築することができたことから「ある程度進んでいる」という評価としました。
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■ 平成28年度の温暖化対策推進協議会指摘事項と市の対応

■ 平成29年度の温暖化対策推進協議会指摘事項

これまでの施策の実施状況と今後の方向性に対する協議会指摘事項

　クレジット制度の導入と活用、LED化の促進策といった実動部分は、自治体の取り組みとしてオリジナリティがあり、興
味深い結果を示していると考えられ、重要な成果といえる。
ただし、温暖化対策は社会環境の変化の影響を受けるため、社会環境把握と関連づけた成果の反省と取り組みの改
善が求められる。したがって、補助事業の継続、補助率等の補助条件の見直し（補助率を下げて補助を継続するな
ど）、補助先（対象）の検討、場合により目標の変更には、より柔軟な評価と検討を行うべきである。
　単年度の実績とは異なり、経年評価という観点では、たとえば電気自動車（EV）の導入、オフセット制度の活用、市民
教育や環境教育との連携について、しっかりと社会環境を見極め、その変化をつかみ、具体的な検討を行ってほし
い。それにより、各種製品やサービスの積極導入にむけた、市民や自治体の取り組み方法が明確化されるはずであ
る。さらに、EVを例に挙げれば、EV導入の可能性の検討結果を公表するとともに、今後普及が予想される燃料電池自
動車（FCV）についても社会情勢を注視しながら、自治体としてできる範囲で検討を始めてもよいのではないか。
　本施策では、設備・機器導入等に関するアピールの工夫は急務と考えられ、たとえば周知方法の強化とともに手続
きの簡素化などを取り入れてはどうか。また、市民や事業者に対して、諸対策の導入可能性をいっそう伝達し、その伝
達方法も多様性を備えて、市内の取り組み事例（好例）が積極的に交流・交換されるような配慮と取り組みを期待す
る。

【優先的に取り組む施策Ⅲ：協力しよう！地域で取り組む地球温暖化対策】

ウ　優先的に取り組む施策Ⅲに対する温暖化対策推進協議会指摘事項

　市の補助事業における予定数の達成や、基金の積み立て実績など、重要な対策の成果が認められる点は評価でき
る。ただし、顕在的な課題にたいし、さらなる取り組みの具体化とともに、着実な解決が期待される。本項目の施策の継
続、予算化の継続は必要であり、例えば電気自動車の補助など、目標の達成に努力すべきである。また、電気自動車
の活用など、実演をともなう情報の提供も、実践的で必要な対応である。
　「茅ヶ崎おひさまクレジット」の普及は、市民にも市にも利益となるが、売却先の問題も含め、仕組みについて再検討
が必要である。情報をわかりやすく提供する工夫で、仕組みへの参加者を増やしてほしい。
　公共施設の設備改善は温暖化対策の他、非常用電源の活用にも有効であり、進めて欲しい。

平成27年度の取り組みに対する協議会指摘事項

　太陽光発電クレジット制度のような市民と事業者が参加し、協力できる制度の導入や、電気自動車の導入・活用に代
表される環境対策の「シンボル」のアピール実績は評価できる。ただし、積極的なアピールに、さらなる努力が必要と考
えられる。
　照明のLED化など低額で導入可能な機器については、採用実績もあり、望ましい傾向といえる。これについては、さ
らなる実績及びその効果の公開とともに、温暖化防止目標の達成に対する貢献度合いも検討しておくべきである。
　他方で、高額の機器やシステムは対策効果を期待できるものの、導入コストが課題となる。したがって、補助事業終
了には慎重な検討が求められるはずであり、他の自治体実績から、補助がない場合の機器導入状況を把握・評価し
て、目標達成を考慮した終了の是非を考えてほしい。また、補助事業終了後の普及状況についても年次報告書に記
載するとともに、その内容に基づいて補助事業のあり方を検討してほしい。
　それが難しいようであれば、蓄電・充電方法の多様化や、蓄電・充電設備との組み合わせといったアイディアを関連
させた、多様で柔軟な代替策を考案してほしい。
　公用車の電気自動車化（EV導入）についても、近隣自治体の実績をふまえつつ、もう少し積極的に進めるとよいの
ではないか。
クレジット制度等による環境価値の活用は、導入するだけにとどまらず、継続的・安定的な運用を射程にいれた評価も
必要と考えられる。

協議会指摘事項に対する市の対応

・電気自動車購入費補助金を引き続き実施しています。
・太陽光発電クレジット事業（おひさまクレジット）について、71世帯分の環境価値をとりまとめ、78t-CO2のクレジットが

国のJ－クレジット制度認証委員会に認証されました。

平成29年度中に対応・実施しているもの

平成30年度以降に対応予定のもの

・電気自動車購入費補助金については、社会情勢、市民のニーズ等を勘案しながら、今後のあり方について検討して
いきます。
・クレジット事業への参加者を増やすため、クレジットをご活用いただける企業等の募集活動を進め、クレジットの売却
実績を増やすことで、事業参加者への還元を継続して実施します。また、クレジットの活用状況や還元の実績を広報し
ていくことで、新たな事業参加者の獲得を目指します。

平成28年度の施策の実施状況に対する協議会指摘事項

37
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(5) その他施策の実施状況について 

ア 平成 28年度の施策の実施状況 

施策の柱１ 家庭・事業者における省エネ行動の推進や省エネ機器等の導入支援  
施策の方針 1.1 家庭における省エネ行動の推進や省エネ機器等の導入支援 
省エネエコライフの促進【環境政策課】 

 夏・冬の省エネコンテストの実施 

 市内在住者の家庭での省エネ・節電の取り組みを応援するため、平成 27 年度に引き続き電力需要量の多

い夏場（7 月から 9 月)及び冬場（12 月から 2 月）に「省エネコンテスト」を実施しました。省エネコンテストへの

参加世帯数は、夏場と冬場で 54世帯、CO2削減量は合計で 3,047.5 kg-CO2となりました。 

 夏場の節電の主な取り組みは、扇風機の使用や室内の通気を良くすることでエアコンをできるだけ使わない

というものでした。CO2削減量は家族構成や気候等の要因により必ずしも参加世帯数には比例しませんが、今

後も参加世帯数を増やし、家庭における省エネの取り組みを促進します。 

 

省エネコンテスト実施結果 

年度 参加 

世帯数 

電力削減量 

（kWh） 

CO2削減量 

(kg-CO2) 

削減率１位 

(%) 

27夏 21 2,172 1,096.8 36.9 

27冬 22 5,172 2,611.9 39.5 

28夏 38 3,501 1,750.5 29.5 

28冬 16 2,594 1,297.0 35.7 

【ＣＯ2削減量】 電力削減量(kWh)×0.5 kg-CO2/kWh*1 

*1 平成 27年度東京電力エナジーパートナー(株)の実排出係数 

 
 

省エネコンテストＰＲバナー 

施策の方針 1.2 事業者における省エネ行動の推進や省エネ機器等の導入支援 

省エネルギー機器の導入促進【産業振興課】 

 商店会の街灯ＬＥＤ(※)化に対する補助事業として、1つの商店会の街灯合計 45基（電球 90個）のＬＥＤ化

事業費に対し 2分の 1の補助を行いました。 

 

環境に配慮した農業・漁業の促進【農業水産課】 

 援農ボランティア(※)の斡旋について、9件の登録農家に対して 18件のボランティ

ア斡旋を行い、15件の新規斡旋が成立しました。 

 援農ボランティア育成講座について、全16名に対し計18回にわたり講習及び実習

による講座を実施しました。 

 市内に田んぼを有する希望者 8名にレンゲ草の種子を配布し、14,300㎡に播種

(はしゅ) (※)し、緑肥による地力の向上と良好な景観形成を図りました。 

 耕作放棄地解消のため、市民農園の新規開設支援を 5件行い、4園(計 1,700㎡)

が開園しました。 

 

建築物・設備の省エネ性能の改善促進【建築指導課】 

 建築物における生活や活動で発生する二酸化炭素を抑えた建築物の計画として、
6件の新築計画を｢低炭素建築物新築計画」として認定しました。 

 
田んぼに咲いた 

レンゲ草 

 
育成講座の様子 

野菜の出荷作業 



39  

(5) その他施策の実施状況について 

施策の柱２ 再生可能エネルギーの積極的導入支援  
施策の方針 2.1 太陽光発電設備の導入支援や普及のための仕組みの構築 

太陽光発電設備・太陽熱利用設備の導入支援【環境政策課】 

補助事業名 交付額 実績件数 交付金額 出力合計 
CO₂ 

削減効果 

太陽光発電設備設置費補助

金(戸建て住宅) 

7,500円/1 kW 

(上限 3万円) 

55件 

［187件］ 

1,542千円 

［6,824千円］ 

262.7 kW 

［867.3 kW］ 

131.3 t 

［437 t］ 

住宅用コージェネレーションシ

ステム（※）導入支援補助事業 

3万円/1台 53件 

［3件］ 

1,590千円 

［0千円］ 

 70.5 t 

［-］ 

家庭用太陽熱利用設備（※） 

導入支援補助事業 

3万円/1台 0件 

［3件］ 

0千円 

［150千円］ 

  

 [  ]は平成 27年度実績 

【CO2削減効果：太陽光発電設備】 出力合計(kW)×1,000 kWh*1×0.5 kg-CO2/kWh *2 

*1 太陽光発電設備 1 kW当たりの年間発電量を 1,000 kWh と想定（新エネルギー財団による統計調査） 

*2 平成 27年度東京電力エナジーパートナー(株)の実排出係数 

【CO2削減効果：住宅用コージェネレーションシステム】 台数×1,330 kg-CO2
*3 

*3 一般社団法人 燃料電池普及促進協会 HP 

 

 太陽光発電設備設置費補助金（戸建て住宅）の実績件数は、55 件となり出力合計は 262.7kW（CO2削減効

果 131.3t）となりました。また、平成21年度から開始した補助金の実績件数の累計は1,984件となり、出力合

計は 7,789.8 kW（CO2削減効果 3,894.9t-CO2）となりました（年度別の状況は 44ページ参照）。 

今後も太陽光発電の普及に向け、機会を捉えた周知を継続するとともに、太陽光発電クレジット事業を推

進することで太陽光発電の設置を支援していきます。 

 平成 28年度から新たに申請を受付開始した住宅用コージェネレーションシステムは、導入支援補助事業の

実績件数は、53件となりました。コージェネレーションシステムは、一般家庭の CO2排出量を約 38%（年間約

1,330kg-CO2）削減することができます。 

 家庭用太陽熱利用設備については、募集を行いましたが申請はありませんでした。 

 

施策の方針 2.2 その他の再生可能エネルギーの導入推進の検討 

蒸気タービン発電設備【環境事業センター】 

 環境事業センターは、ごみの焼却炉の熱から発生した蒸気を利用し、タービン発電機により１時間に最大1,800ｋWh

を発電して環境事業センター内の電力を賄い、余った電力は電気事業者に売電しています。さらに、場内の給湯、

冷暖房及び場外に隣接する温水プールへ蒸気を供給して熱エネルギーの有効利用を行っています。 

 

       環境事業センターによる発電実績 

年度 発電量 センター内等消費量 売電量 売電金額 CO2削減量 

27 12,845,054 kWh 7,768,734 kWh 5,076,320 kWh 80,107,012円 6,487 t-CO2 

28 11,299,578 kWh 6,565,903 kWh 4,733,675 kWh 52,543,971円 5,650 t-CO2 

       【ＣＯ2削減量】 発電量(kWh)×0.5 kg-CO2/kWh*1 

       *1 平成 27年度東京電力エナジーパートナー(株)の実排出係数 
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(5) その他施策の実施状況について 

施策の柱３ 低炭素型まちづくりの推進  
施策の方針 3.1 低炭素型都市システムの構築 

市民・利用者に使いやすい交通システムの推進【都市政策課】 

 公共交通機関ネットワークの整備 

 予約型乗合バスの利用者登録を促すため、自治会単位での説明及び登録書の受付を実

施し、その場で利用登録できるよう改善しました。 

 

自転車利用の促進【都市政策課】 

 自転車駐車場の維持管理と利便性向上 

 親栄町第二自転車駐車場における高齢者等の駐車スペースを拡大しました。新栄町第

二、ツインウェイヴ北、幸町、本宿町の 4 自転車駐車場にて盗難防止目的のため、ワイヤ

ーロックの販売を開始しました。 

 レンタサイクル事業 

  観光協会と協働で観光案内所でのレンタサイクルを実施しました。また、商店会連合会

で実施するレンタサイクル（38台）について、自転車のリニューアルを行いました。 

 

 
ワンボックス車両 

8人まで乗車可能 

 
レンタサイクル 

施策の方針 3.2 みどりの保全・再生・創出 

みどりの保全【景観みどり課】 

 コア地域(※)の1つである「赤羽根十三図」について、保全管理活動組織体制を確立し、保

全活動作業を実施しました。 

みどりの再生・創出【景観みどり課・公園緑地課】 

 緑豊かなまちづくりを推進するために、一定の基準を満たす樹林地の所有者に対し、保全
にまつわる助成を行っています。平成28年度は、保存樹林 35件、保存樹木 24件の助

成を行いました。保存樹木の面積は、計 48,608m2となりました。 

 安全で緑豊かなまちづくりのため、生け垣の築造への助成(※)を 7件（103m）行いました。 

 グリーンバンク制度(※)を活用し、樹木の配布を 6件109本、受け入れを 1件3本行いました。 

 自治会や緑の里親ボランティアにより、花の植え付けや除草といった清掃活動を継続的に行っています。   

グリーンバンク制度 

堤樹木センター 

施策の方針 3.3 ヒートアイランド対策の推進 

ヒートアイランド対策の推進【環境政策課】 

節電意識の向上や省エネに一定の効果がある、「緑のカーテン(※)事業」の取り組みを進め

るために、1世帯4株のゴーヤの苗を 187世帯に配布しました。 

 

 

 

 
 

緑のカーテンの様子  
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(5) その他施策の実施状況について 

施策の柱４ 循環型まちづくりの推進  
施策の方針 4.1 ４Ｒの推進 

リフューズ（要らないものを買わない・断る）の推進【資源循環課】 

 消費生活展、ちがさき環境フェア(※）2016 及びエコルとリサルの 4 日間にて、商店会連

合会と連携して不要なレジ袋の削減やマイバック運動を実施しました。 
 ちがさき環境フェア、レインボーフェスティバル及びエコルとリサルの 4 日間にて、4R に

ついて啓発活動を行いました。  
リデュース（ごみの排出を抑制する）の推進【資源循環課】 

 10月と 3月発行の「ごみ通信ちがさき」で、ごみの減量化・資源化を周知しました。 

 生ごみ処理容器（コンポスト(※）)69基、家庭電動式生ごみ処理機(※)34基の購入補助を行いました。 

 11 の自治会及び 11 の小中学校で、合計 1,500 名に対して、出前講座「茅ヶ崎市のごみと資源物の分別方

法やごみ収集車パッカーくんの仕組みを学ぼう！」を実施しました。 

 自治会等を対象に寒川広域リサイクルセンター、環境事業センター、最終処分場等の施設見学会を 86回実

施しました。 

 

リユース（繰り返し使う）の推進【環境政策課・資源循環課・環境事業センター・市民相談課】 

 「ちがさき環境フェア 2016」において、梅田小学校運営委員の児童が古本回収プロジェ

クト（ＦＫＰ）を行い861冊の古本を回収しました。集めた古本の売却益8,835円は、緑のま

ちづくり基金及び太陽光発電設備普及啓発基金にそれぞれ寄付しました。 

 収集した大型ごみの中から、リサイクルが可能なもの（主に家具類）を選別し、修理・補修
を行った後、リサイクル品展示室に展示して希望する市民の方への提供を 385件行いま

した。 

 不用品登録制度（※）による不用品の再利用を促進し、77件の制度利用がありました。 
 

リサイクル（資源として再生利用する）の推進【環境政策課・資源循環課・環境事業センター】 

 使用済み小型家電の収集の回収ボックスを新たに 3箇所設置し、合計29基で回収を行い、約3tを回収しました。 

 環境事業センターでごみ焼却により発生する焼却残さを高温で溶融固化した固形物（スラグ）（※）を路盤材等に
1,244ｔ再資源化しました。 

 インクジェットプリンタ用の使用済みインクカートリッジを回収し、リサイクルする「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」
を市役所本庁舎など 3箇所で行い、使用済みインクカートリッジを約44.65ｋｇ回収しました。 

 

 

ごみ減量・リサイクル推進店 

マスコットキャラクター 

リサル君 

 
リサイクル家具展示 

施策の方針 4.2 事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進 

事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進【資源循環課・環境事業センター】 

 ごみ排出量の多い上位 50事業者を訪問し、排出抑制、ごみの減量化などの啓発及び集積場所の確認を行

いました。 

 多量排出事業者（年間約 60t以上）の 20社より減量化計画書を提出していただきました。 
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(5) その他施策の実施状況について 

施策の柱５ 普及啓発や情報発信、連携・協働の仕組みづくり  
施策の方針 5.1 市民・事業者への普及啓発や情報発信 

環境に関するイベント・講座の実施【環境政策課】 

 「ちがさきエコネット（※）」の運用を開始し、平成28年度末までに「ちがさきエコファミリー（※）」の参加世帯数

は 157件、「エコ事業者（※）」の登録事業者数は 13社となりました。 

 大人から子供まで楽しみながら未来の暮らしと地球環境のために自分でできることを発見できるイベント、「ち
がさき環境フェア 2016」を開催しました。 

日時・会場 平成 28年 9月 24日(土) 茅ヶ崎市役所本庁舎 1階、４階、総合体育館前庭 

参加者 約 1,900人 

内容  市民活動団体、事業者、行政などによる環境活動に関するパネル展示やワークショップ 

 宇宙から見た地球の環境をテーマとしたインターネットライブ講演会を開催 

 電気自動車（ＥＶ）及び燃料電池自動車（ＦＣＶ）の試乗・同乗体験会 

 茅ヶ崎産の食材を活用した飲食ブース｢ちがさきエコ・マルシェ｣の実施   など 

 市民や事業者を対象とした環境に関する講座や施設見学会の開催 

湘南エコウェーブ（※）の事業として、環境に関するエネルギー関連施設の見学会を実施しました。 

① 親子を対象とした親子環境バスツアーを開催し、｢水素情報館 東京スイソミル｣、｢江東区環境学習情

報館 えこっくる江東｣及び｢崎陽軒 横浜工場｣の 3施設を見学しました。（参加者 42人） 

② 広く市民を対象として、｢宮が瀬ダム 水とエネルギー館｣、｢愛川第１発電所｣及び｢アサヒビール神奈川

工場｣の 3施設を見学しました。（参加者 42人） 

    
①親子環境バスツアーの様子 ②施設見学の様子 

環境教育の実施【環境政策課・学校教育指導課】 

 「ちがさき環境フェア 2016」で中島中学校及び梅田中学校の生徒が日頃の環境活動を発表し、活動の様子

を学校外へ発信しました。また、小学校 3 校及び中学校 8 校からお借りした環境に関する作品(環境新聞や

イラスト、写真など)の掲示を行いました。 

 学校での環境学習の支援として市役所の職員が市内小中学校で出前授業を実施しました。また、学校教員
への総合学習への支援として、教員向けの環境情報を記載した｢環境学習 News｣を年 3回発行しました。 

担当課 実施内容 取り組み結果 

環境保全課 

資源循環課 

景観みどり課 

千の川水質調査 

ごみの分別 

みどりの基本計画や自然環境 

中学校 1校 

小学校 10校及び中学校 1校 

小中学校計 5回、約 218人 

   
 

施策の方針 5.2 市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり 

市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり【環境政策課】 

 太陽光発電クレジット事業への登録者は、平成 28年度末までに 126世帯となりました。また、平成 27年度にクレジ

ット化した二酸化炭素排出削減量のうち、第11回湘南国際マラソンのランナーに配布される「エコ袋」のカーボンオフ

セット（※）に 5t-CO2、(株)オーテックジャパンの二酸化炭素排出削減活動に 17t-CO2を活用していただき、その売

却益を事業参加者53世帯に還元しました。  



イ　これまでの施策の実施状況

　施策の柱１　家庭・事業者における省エネ行動の推進や省エネ機器等の導入支援

平成28年度

実
施
状
況
等

平成27年度

施策の方針1.2 事業者における省エネ行動の推進や省エネ機器等の導入支援

(5)　その他の施策の実施状況について

施策の方針1.1

取り組み年度

平成25年度

平成26年度

家庭における省エネ行動の推進や省エネ機器等の導入支援

省エネエコライフの促進【環境政策課】
・ちがさき節電コンテスト2014を実施、前年の8～10月の電気使用量と比較して2ヶ月以上削減
できた34世帯から応募がありました。34世帯の電気削減量は3,931ｋWh、CO2の削減量は

2,087.4ｋｇ-CO2となりました。

省エネエコライフの促進【環境政策課】
・ちがさき節電コンテスト2015を実施、前年の7～9月または12～2月の電気使用量と比較して
2ヶ月以上削減できた43世帯から応募がありました。43世帯の電気削減量は7,344ｋWh、CO2

の削減量は3,708.7ｋｇ-CO2となりました。

省エネエコライフの促進【環境政策課】
・ちがさき省エネコンテスト2016を実施、前年の7～9月または12～2月の電気使用量と比較し
て2ヶ月以上削減できた54世帯から応募がありました。54世帯の電気削減量は6,095ｋWh、
CO2の削減量は3,047.5ｋｇ-CO2となりました。

 夏場の節電の主な取り組みは、扇風機の使用や室内の通気を良くすることでエアコンをでき
るだけ使わないというものでした。CO2削減量は家族構成や気候等の要因により必ずしも参加

世帯数には比例しませんが、今後も参加世帯数を増やし、家庭における省エネの取り組みを
促進します。

省エネエコライフの促進【環境政策課】
・ちがさき節電コンテスト2013を実施、前年の8、9月の電気使用量と比較して削減できた9世帯
から応募がありました。9世帯の電気削減量は571ｋWh、CO2の削減量は299.8ｋｇ-CO2となりま

した。

主な取り組み

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

環境に配慮した農業・漁業の促進【農業水産課】
・農畜水産物の地産地消の取り組みとして、地元農産物を扱う店舗数が1件増え、25店舗にな
りました。
・市内唯一の魚市場である丸大魚市場に対し、茅産茅消応援団への参画を呼びかけ実現し
ました。

平成26年度

環境に配慮した農業・漁業の促進【農業水産課】
・援農ボランティアの斡旋について、34件の農家に対して135件（継続を含む）の斡旋を行い、
131件成立しました。うち、13件は新規で成立しました。
・援農ボランティア育成講座について、全19回にわたり講習及び実習による講座を実施しまし
た。
省エネルギー機器の導入促進【産業振興課】
・商店会の街灯LED化に対する補助事業として、１つの商店会の街灯19基のLED化の事業費
に対し、2分の1の補助を行いました。

平成27年度

環境に配慮した農業・漁業の促進【農業水産課】
・援農ボランティアの斡旋について、5件の農家に対して7件の斡旋を行い、6件成立しました。
・援農ボランティア育成講座について、全18回にわたり講習及び実習による講座を実施しまし
た。
省エネルギー機器の導入促進【産業振興課】
・商店会の街灯LED化に対する補助事業として、4つの商店会の街灯151基のLED化の事業
費に対し、2分の1の補助を行いました。

平成28年度

環境に配慮した農業・漁業の促進【農業水産課】
・援農ボランティアの斡旋について、9件の農家に対して18件の斡旋を行い、15件成立しまし
た。
・援農ボランティア育成講座について、全18回にわたり講習及び実習による講座を実施しまし
た。
省エネルギー機器の導入促進【産業振興課】
・商店会の街灯LED化に対する補助事業として、1つの商店会の街灯45基のLED化の事業費
に対し、2分の1の補助を行いました。
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施策の柱２　再生可能エネルギーの積極的導入支援

施策の方針2.2 その他の再生可能エネルギーの導入推進の検討

・蒸気タービン発電設備【環境事業センター】
環境事業センターは、ごみの焼却炉の熱から発生した蒸気を利用し、タービン発電機により発
電して環境事業センター内の電力を賄い、余った電力の4,733,675kWhを電気事業者に売電
しました。さらに、場内の給湯、冷暖房及び場外に隣接する温水プールへ蒸気を供給して熱
エネルギーの有効利用を行っています。

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

・蒸気タービン発電設備【環境事業センター】
環境事業センターは、ごみの焼却炉の熱から発生した蒸気を利用し、タービン発電機により発
電して環境事業センター内の電力を賄い、余った電力の5,192,880kWhを電気事業者に売電
しました。さらに、場内の給湯、冷暖房及び場外に隣接する温水プールへ蒸気を供給して熱
エネルギーの有効利用を行っています。

平成26年度

・蒸気タービン発電設備【環境事業センター】
環境事業センターは、ごみの焼却炉の熱から発生した蒸気を利用し、タービン発電機により発
電して環境事業センター内の電力を賄い、余った電力の5,069,817kWhを電気事業者に売電
しました。さらに、場内の給湯、冷暖房及び場外に隣接する温水プールへ蒸気を供給して熱
エネルギーの有効利用を行っています。

平成27年度

・蒸気タービン発電設備【環境事業センター】
環境事業センターは、ごみの焼却炉の熱から発生した蒸気を利用し、タービン発電機により発
電して環境事業センター内の電力を賄い、余った電力の5,076,320kWhを電気事業者に売電
しました。さらに、場内の給湯、冷暖房及び場外に隣接する温水プールへ蒸気を供給して熱
エネルギーの有効利用を行っています。

平成28年度

施策の方針2.1 太陽光発電設備の導入支援や普及のための仕組みの構築

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

太陽発電設備・太陽熱利用設備の導入支援【環境政策課】
・太陽光発電設備設置費補助金（戸建て住宅）の実績件数は、337件で出力合計は
1345.76kW(CO2削減効果706t-CO2となりました。

・太陽光発電設備設置費補助金（共同住宅）の実績件数は、4件で出力合計は24.54kW(CO2

削減効果12t-CO2）となりました。

・家庭用太陽熱利用設備設置補助金の実績件数は、2件となりました。

平成26年度

太陽発電設備・太陽熱利用設備の導入支援【環境政策課】
・太陽光発電設備設置費補助金（戸建て住宅）の実績件数は、228件で出力合計は972.1kW
（CO2削減効果516t-CO2）となりました。

・太陽光発電設備設置費補助金（共同住宅）の実績件数は、1件で出力合計は9.75kW(CO2

削減効果5t-CO2)となりました。

・パワーコンディショナー交換費補助金の実績件数は、1件となりました。

平成27年度

太陽発電設備・太陽熱利用設備の導入支援【環境政策課】
・太陽光発電設備設置費補助金（戸建て住宅）の実績件数は、187件で出力合計は867.3kW
（CO2削減効果437t-CO2）となりました。

・パワーコンディショナー交換費補助金の実績件数は、2件となりました。
・家庭用太陽熱利用設備設置補助金の実績件数は、3件となりました。

平成28年度

太陽光発電設備・太陽熱利用設備の導入支援【環境政策課】
・太陽光発電設備設置費補助金（戸建て住宅）の実績件数は、55件で出力合計は262.7kW
（CO2削減効果131.3t-CO2）となり)ました。

・住宅用コージェネレーションシステム導入支援事業の実績件数は、53件でCO2削減効果は

70.5t-CO2となりました。

・平成21年度から開始した太陽光発電設備設置費補助金の実績件数の累計は1,984件とな
り、出力合計は7,789.8 kW（CO2削減効果 3,894.9t-CO2）となりました。今後も太陽光発電の

普及に向け、機会を捉えた周知を継続するとともに、太陽光発電クレジット事業を推進すること
で太陽光発電の設置を支援していきます。

44 



施策の柱３　低炭素まちづくりの推進

施策の方針3.2 みどりの保全・再生・創出

みどりの保全・再生・創出【景観みどり課・公園緑地課】
・清水谷について、市民団体｢清水谷を愛する会｣と協定を結び、保全作業への支援や情報
交換を行いました。また広報紙で活動を紹介しました。
・保存樹林33件、保存樹木23件の助成を実施しました。
・生け垣造成への助成を4件実施しました。
・グリーンバンク制度を活用した配布を21件76本及び受け入れを2件50本行いました。

平成27年度

みどりの保全・再生・創出【景観みどり課・公園緑地課】
・コア地域の1つである赤羽根十三図について、保全管理計画を策定しました。
・保存樹林32件、保存樹木24件の助成を実施しました。
・生け垣造成への助成を5件実施しました。
・グリーンバンク制度を活用した配布を12件33本及び受け入れを4件30本行いました。

平成28年度

みどりの保全・再生・創出【景観みどり課・公園緑地課】
・赤羽根十三図について、保全管理活動組織体制を確立し、保全活動作業を実施しました。

・保存樹林35件、保存樹木24件の助成を実施しました。（保存樹林の面積は計48,608m
2
）とな

りました。
・生け垣造成への助成を7件実施しました。
・グリーンバンク制度を活用した配布を6件109本及び受け入れを1件3本行いました。

平成26年度
実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

みどりの保全・再生・創出【景観みどり課・公園緑地課】
・茅ヶ崎市自然環境評価調査において特に重要な地域（コア地域）の1つである清水谷の保
全管理計画を作成しました。
・コア地域の1つである赤羽根十三図について特別緑地保全地区の候補地選定に向け地籍
調査を実施しました。
・保存樹林33件の助成を実施しました。
・生け垣造成への助成を7件実施しました。
・グリーンバンク制度を活用した配布を15件44本行いました。

施策の方針3.1 低炭素型都市システムの構築

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

市民・利用者に使いやすい交通システムの推進及び自転車利用の促進【都市政策課】
・コミュニティバス北部循環市立病院線の運行改善及び予約型乗合バス事業を12月より小出
地区にて開始しました。
・サイクルアンドバスライドの継続及び利用者が快適に使えるように、長時間放置されていた自
転車を撤去しました。また、需要が高い地区への新設を検討しました。

平成26年度

市民・利用者に使いやすい交通システムの推進及び自転車利用の促進【都市政策課】
・自転車を駐輪するラックを2箇所（小中島バス停・中島バス停に18台及び新田入口バス停5
台）に新設し、1箇所（浜見平団地バス停30台）を増設しました。
・鉄砲道の一部（東海岸北五丁目交差点から県道30号交差点まで）の約2,200mを設計しまし
た。
・茅ヶ崎駅南口周辺に民設の｢幸町ピタット駐輪場(自転車の収容台数64台)｣が開設しました。

平成27年度

市民・利用者に使いやすい交通システムの推進及び自転車利用の促進【都市政策課】
・茅ヶ崎駅南口に幸町第二自転車駐輪場（自転車の収容台数74台）が開設しました。
・共恵自転車駐輪場を94台から264台へ増設し定期利用を拡大しました。
・鉄砲道の｢東海岸北五丁目交差点｣から｢平和学園前交差点｣までの約1.5km区間に自転車
専用レーンを設置しました。
・茅ヶ崎駅構内の観光案内所を窓口とするレンタサイクル（5台）を開始しました。
・予約型乗合バス乗合所を2箇所追加しました。

平成28年度

市民・利用者に使いやすい交通システムの推進及び自転車利用の促進【都市政策課】
・新栄町第二自転車駐車場における高齢者等の駐車スペースを拡大しました。
・新栄町第二、ツインウェイヴ北、幸町、本宿町の4自転車駐車場にて盗難防止目的のため、
ワイヤーロックの販売を開始しました。
・観光協会と協働で観光案内所でのレンタサイクルを実施しました。
・商店会連合会で実施するレンタサイクルについて、自転車のリニューアルを行いました。ま
た、商店会連合会にて、レンタサイクルを38台運用しました。
・予約型乗合バスの利用者登録を促すため、自治会単位での説明及び登録書の受付を実施
し、その場で利用登録できるよう改善しました。
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平成27年度

ヒートアイランド対策の推進【環境政策課】

めに、1世帯3株のゴーヤの苗を243世帯に配布しました。
・公共施設17施設において緑のカーテンを実施しました。

平成28年度

ヒートアイランド対策の推進【環境政策課】

めに、1世帯4株のゴーヤの苗を187世帯に配布しました。

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

ヒートアイランド対策の推進【環境政策課】

めに、1世帯4株のゴーヤの苗を200世帯（応募374世帯）に配布しました。
・公共施設27施設において緑のカーテンを実施しました。

平成26年度

ヒートアイランド対策の推進【環境政策課】

めに、1世帯4株のゴーヤの苗を200世帯（応募216世帯）に配布しました。
・公共施設17施設において緑のカーテンを実施しました。

施策の方針3.3 ヒートアイランド対策の推進
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施策の柱４　循環型まちづくりの推進

施策の方針4.1 4Rの推進

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

4Rの推進【資源循環課・環境事業センター】
・事業者への呼びかけにより、大型店2社3店舗が無料レジ袋提供を廃止しました。
・生ごみ処理容器（コンポスト)120基、家庭電動式生ごみ処理機25基の購入補助を行いまし
た。
・不用品登録制度による不用品の再利用を促進し、486件の制度利用がありました。
・使用済小型家電の回収ボックスを新たに8箇所に設置しました。また、使用済小型家電の回
収量は942 kgとなりました。

平成26年度

4Rの推進【資源循環課・環境事業センター】
・ごみ減量・リサイクル推進店として認定しており、新たに20店舗を新規認定し、合計101店舗
となりました。
・生ごみ処理容器（コンポスト)158基、家庭電動式生ごみ処理機39基の購入補助を行いまし
た。
・不用品登録制度による不用品の再利用を促進し、136件の制度利用がありました。
・使用済小型家電の回収を市内23箇所で行いました。また、使用済小型家電の回収量は
2,006 kgとなりました。
・市役所本庁舎など4箇所でインクジェットプリンタ用の使用済みインクカートリッジを回収し、リ
サイクルしました。(回収実績51.57kg)

平成27年度

4Rの推進【資源循環課・環境事業センター】
・自治会を対象に寒川広域リサイクルセンター、環境事業センター及び最終処分場等の施設
見学を94回実施しました。
・生ごみ処理容器（コンポスト)91基、家庭電動式生ごみ処理機22基の購入補助を行いまし
た。
・不用品登録制度による不用品の再利用を促進し、94件の制度利用がありました。
・使用済小型家電の回収を市内26箇所で行いました。また、使用済小型家電の回収量は
3,027 kgとなりました。
・市役所本庁舎など3箇所でインクジェットプリンタ用の使用済みインクカートリッジを回収し、リ
サイクルしました。(回収実績55.73kg)

平成28年度

4Rの推進【資源循環課・環境事業センター】
・11の自治会及び11の小中学校で、合計1,500名に対して出前講座「茅ヶ崎市のごみと資源
物の分別方法やごみ収集車パッカーくんの仕組みを学ぼう！」を実施しました。
・生ごみ処理容器（コンポスト)69基、家庭電動式生ごみ処理機34基の購入補助を行いまし
た。
・不用品登録制度による不用品の再利用を促進し、77件の制度利用がありました。
・使用済小型家電の回収を市内29箇所で行いました。また、使用済小型家電の回収量は約
3,000kgとなりました。
・市役所本庁舎など3箇所でインクジェットプリンタ用の使用済みインクカートリッジを回収し、リ
サイクルしました。(回収実績44.65kg)
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施策の方針4.2 事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進

事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進【資源循環課・環境事業センター】

場所の確認を行いました。

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進【資源循環課・環境事業センター】

る神奈川県内19市町の情報を収集し、9市を参考に協定文書や実施方法を検討しました。
・環境事業センターにて、事業系一般廃棄物の搬入物調査を寒川町と連携して12回実施し、
排出及び搬入状況について把握しました。搬入物調査では、26社調査し、口頭指導を4回実
施し、直接指導を3回実施しました。

平成26年度

事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進【資源循環課・環境事業センター】
・多量排出事業者（年間約60t以上）の22社より減量化計画書を提出していただきました。
・ごみ排出量の多い上位100事業者を訪問し、排出抑制、ごみの減量化などの啓発及び集積
場所の確認を行いました。
・環境事業センターにて、事業系一般廃棄物の搬入物調査を寒川町と連携して12回実施し、
排出及び搬入状況について把握しました。また、不適切な排出及び搬入している事業者に対
して指導を実施しました（27件）。

平成27年度

事業系一般廃棄物の排出抑制・資源化の推進【資源循環課・環境事業センター】
・多量排出事業者（年間約60t以上）の20社より減量化計画書を提出していただきました。
・ごみ排出量の多い上位100事業者を訪問し、排出抑制、ごみの減量化などの啓発及び集積
場所の確認を行いました。
・環境事業センターにて、事業系一般廃棄物の搬入物調査を寒川町と連携して12回実施し、
排出及び搬入状況について把握しました。また、不適切な排出及び搬入している事業者に対
して指導を実施しました（23件）。

平成28年度
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施策の柱５　普及啓発や情報発信、連携・協働の仕組みづくり

施策の方針5.1 市民・事業者への普及啓発や情報発信

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

環境に関するイベント・講座の実施及び環境教育の実施【環境政策課】
・ちがさき環境フェア2013では、出店者・来場者も一緒に環境へ配慮するために出店店舗にリ
ユース食器使用の協力、来場者にマイカップ持参を呼びかけました。
・図書館で貸出利用が終了した古本を用いた古本市、リサイクル家具の抽選会及びリサイクル
自転車の販売を行い、循環型のまちづくりへの推進を促進しました。
・湘南エコウェーブの事業で、環境に関するエネルギー関連施設の見学会を2回実施しまし
た。
・環境市民会議｢ちがさきエコワーク｣と市の協働で、施設見学を2回実施しました。
・スクールエコアクションの推進のため、赤羽根中学校及び円蔵中学校の生徒が学校での環
境活動を環境フェアで発表しました。また、環境フェアで小中学校の環境活動をパネルで掲
示し、学校での環境活動を発信しました。

平成26年度

環境に関するイベント・講座の実施及び環境教育の実施【環境政策課】
・ちがさき環境フェア2014では、出店者・来場者も一緒に環境へ配慮するために出店店舗にリ
ユース食器使用の協力、来場者にマイカップ持参を呼びかけました。
・エコ体験コーナーでは、エコバック作成教室、牛乳パックによる紙飛行機工作及びごみの分
別輪投げを行い、循環型のまちづくりへの推進を促進しました。
・湘南エコウェーブの事業で、環境に関するエネルギー関連施設の見学会を2回実施しまし
た。
・環境市民会議｢ちがさきエコワーク｣と市の協働で、環境事業センター及び寒川広域リサイク
ルセンターを見学しました。
・スクールエコアクションの推進のため、北陽中学校及び萩園中学校の生徒が学校での環境
活動を環境フェアで発表しました。また、環境フェアで小中学校の環境活動をパネルで掲示
し、学校での環境活動を発信しました。
・市内小中学校の総合学習の担当者宛に教員向け環境情報を載せた｢環境学習NEWs｣を送
付し、環境学習支援サイト｢ちがさきエコスクール｣の掲載内容等を周知しました。

平成27年度

環境に関するイベント・講座の実施及び環境教育の実施【環境政策課】
・地球温暖化対策ポータルサイト｢ちがさきエコネット｣の運用を開始し、平成27年度末までに｢
ちがさきエコファミリー｣参加世帯116件及び「エコ事業者」5社となりました。
・ちがさき環境フェア2015では、出店者・来場者も一緒に環境へ配慮するために出店店舗にリ
ユース食器使用の協力、来場者にマイカップ持参を呼びかけ、約1,600名が来場しました。
・湘南エコウェーブの事業で、環境に関するエネルギー関連施設の見学会を2回実施しまし
た。
・スクールエコアクションの推進のため、浜須賀中学校及び鶴が台中学校の生徒が学校での
環境活動を環境フェアで発表しました。また、環境フェアで小中学校の環境活動をパネルで
掲示し、学校での環境活動を発信しました。

平成28年度

環境に関するイベント・講座の実施及び環境教育の実施【環境政策課】
・地球温暖化対策ポータルサイト｢ちがさきエコネット｣の運用を開始し、平成28年度末までに｢
ちがさきエコファミリー｣参加世帯157件及び「エコ事業者」13社となりました。
・ちがさき環境フェア2016では、出店者・来場者も一緒に環境へ配慮するために出店店舗にリ
ユース食器使用の協力、来場者にマイカップ持参を呼びかけ、約1,900名が来場しました。
・湘南エコウェーブの事業で、環境に関するエネルギー関連施設の見学会を2回実施しまし
た。
・スクールエコアクションの推進のため、中島中学校及び梅田中学校の生徒が学校での環境
活動を環境フェアで発表しました。また、環境フェアで小中学校の環境活動をパネルで掲示
し、学校での環境活動を発信しました。
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平成28年度

市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり【環境政策課】
クレジット事業への登録者は、平成28年度末までに126世帯となりました。
　また、平成27年度にクレジット化した二酸化炭素排出削減量のうち、第11回湘南国際マラソ
ンのランナーに配布される「エコ袋」のカーボンオフセットに5t-CO2、(株)オーテックジャパンの

二酸化炭素排出削減活動に17t-CO2を活用していただき、その売却益を事業参加者53世帯

に還元しました。

施策の方針5.2 市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり

市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり【環境政策課】
・エネルギーの地産地消に向けた取り組みとして、市民の方が太陽光発電により発電した電
力のうち、自家消費分の電力のCO2削減量を取りまとめクレジット化したものを事業者に販売

し、その売却益を参加者に還元する事業である｢茅ヶ崎おひさまクレジット｣を開始しました。さ
らなる太陽光発電設備の普及策として、市民の方や事業者と市が連携して事業の拡大を目指
します。

平成27年度

市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり【環境政策課】
・参加世帯から平成26年度中の累積発電量及び売電量のデータを集め、自家消費分のＣＯ2

削減量を算出、53世帯、27t-CO2のクレジットが国に認証されました。

また、認証されたクレジット27ｔ-CO2のうち5ｔ-CO2を第10回湘南国際マラソンでランナーが着

替えなどを入れるポリ袋（エコ袋）の製造業者に活用していただき、ポリ袋の製造過程で排出
するＣＯ2をカーボンオフセットに活用した取り組みが新聞各紙に取り上げられ、より一層の普

及に向けたＰＲ等を行いました。

平成26年度
実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

市民・事業者・市による連携・協働の仕組みづくり【環境政策課】
・｢ちがさきエコネット｣：市民・事業者向けに環境に関する情報提供を行うポータルサイト。会員
が入力するエネルギー使用量のデータにより家庭部門の二酸化炭素排出量を把握することを
目指します。会員専用ページには、家庭生活での二酸化炭素排出量や削減量の計算が可能
な｢環境家計簿｣や、会員が相互に情報交換できる掲示板などのコンテンツを設けます。
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■ 平成28年度の温暖化対策推進協議会指摘事項と市の対応

■ 平成29年度の温暖化対策推進協議会指摘事項

(5)　その他の施策の実施状況について

　「まちのシステムの低炭素化」は、これからの社会を展望し、茅ヶ崎市の多様な連携を推進する上で、重要な施策
の方向性といえる。この意味で、カーシェアリングやみどりあるまちづくりの評価方法の検討とともに、新しい市民の
取り組みをも示すべきである。たとえば、各地で取り組まれている具体例を記載し、紹介するのも重要である。とりわ
け、新たな都市システムの構築は、温暖化防止の成果を生み出すことが期待される。したがって、新たな取り組み
の紹介やその試験的導入も検討しつつ、積極的な温暖化防止システムの推進を目指してほしい。
　従来から展開されている自転車の活用は、茅ヶ崎市の目玉施策といえる。しかし、自転車活用が温暖化防止に寄
与する実績をより明確に把握する必要がある。そして、駐輪場の配置や設置など、自転車を利用しやすい都市環
境へと導く次の一手が望まれる。
　あわせて、温暖化対策の観点から検討する施策の再考、再構成が必要な時期に来ている。この場合、時には大
胆な目標の見直しも不可欠かもしれない。これまでの市の努力により、良い連動が得られつつあるため、今回の中
間評価を棚卸しの機会ととらえ、さらなる取り組みの徹底にむけ、施策の推進、施策の推進体制を整備すべきであ
る。

ウ　その他施策の実施状況に対する温暖化対策推進協議会指摘事項

　市の諸施策が本件を通じて横断的に再構成され、網羅的に表現されており、各成果とともに望ましい結果といえ
る。連携的・協力的な組織関係が構築されつつある部分も評価できる。このような庁内連携の取り組みは、市民生
活を支え、市民の満足度を高めるため、今後も継続・推進してほしい。ただし、施策実施の効果や影響について
は、もう少し考察し、PDCAサイクルを効果的に推進すべきである。
　情報発信は、今後も、わかりやすさを工夫し、さまざまな機会を通じて行うべきである。また、イベントや環境教育
は、エコ意識が市民に浸透する可能性が高く、継続して推進してもらいたい。地域への環境教育を実施している団
体や企業と連携すれば、実施可能性も増えるはずである。

平成28年度の取り組みに対する協議会指摘事項

　省エネコンテストの実施については、良い取り組みであり、継続すべきである。ただし、省エネコンテストの参加者
が少なく、増加させる工夫が必要である。また、参加者増加策は、目標を明確に定め、目標達成にむけてさらに努
力してほしい。
　本項目には、自治体の努力の成果として、LED化の実績等もっとアピールすべき内容が含まれている。また、低
炭素建築物新築計画の認定制度、省エネナビ、エコワット等の紹介、推進においては、わかりやすい内容と省エネ
効果・実績の紹介によって、市民・事業者への波及効果が考えられる。事実の説明にとどまらない、積極的な協力
要請をしても良いと考えられる。
　関連施策との連動により、温暖化対策が目指されている部分は、良い点である。今後も関係部署との施策の統
合・調整を目指し、工夫を継続してほしい。また、せっかくの連動なので、統合的に進められる施策に関係する情報
提供を続け、この成果が明らかになるように検討をしてほしい。
　市民に対しては、自治体の広報は影響が大きく、その分、効果も期待できる。市の情報伝達ルートを活用して情
報を発信するとともに、市民の取り組みの次の一歩を促すべく、できること、できていることを明確に表現することが
望まれる。

協議会指摘事項に対する市の対応

　イベント・環境教育については、藤沢市・寒川町との広域事業として、環境配慮の取り組みを実施している施設を
回るバスツアーを実施したほか、9月にはちがさき環境フェア2017を開催しました。環境フェアでは、大学、市民団
体、事業者及び行政による環境活動のパネル展示やワークショップ等を通じて、楽しみながら環境について関心
もっていただくことができました。
　また、10月に神奈川県地球温暖化防止活動推進員と連携した環境市民講座を行います。講座では、地球温暖
化の現状の講演やワークショップを通じて、温暖化に関する知識を得る機会を設けます。

平成29年度中に対応・実施しているもの

平成30年度以降に対応予定のもの

・地球温暖化に関する環境教育の対象の拡大、市内のイベントやHPでの情報提供の方法については、引き続き検
討します。
・環境への負荷が少ないまちづくりを推進するための｢低炭素まちづくり計画｣を含め、引き続き庁内で連携し、取り
組みを進めます。

これまでの施策の実施状況に対する協議会指摘事項

平成28年度の施策の実施状況に対する協議会指摘事項
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2

■計画期間及び削減目標

注1：四捨五入の関係上、表内の合計が合わない場合がある。

ハイドロフルオロカーボン
（HFC）

パーフルオロカーボン（PFC）

六フッ化硫黄（SF６）

主な排出源

燃料の焼却・電気の使用・一般廃棄物の焼却

自動車の走行・下水の処理・一般廃棄物の焼却

自動車の走行・下水の処理・一般廃棄物の焼却

カーエアコンの使用（廃棄）

現状排出なし

庁舎等の変圧施設に設置されている電気機械器具の廃棄等

種類

二酸化炭素（CO２）

メタン（CH４）

一酸化二窒素（N２O）

平成32年度
（2020年度）

平成22年度
（2010年度）

総排出量

市施設の事業活動による排出

一般廃棄物による排出

茅ヶ崎市行政の取り組み（事務事業編）

（１）温室効果ガスの削減目標

■削減対象とする温室効果ガス

（2）温室効果ガス排出状況

茅ヶ崎市行政の取り組み（事務事業編）の計画期間は、平成25年度から平成32年度までの8年
間とします。

注2：メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の排出量は、二酸化炭素排出
量に換算している。

事業者としての市の取り組みにおいて削減対象となる温室効果ガスの種類と排出源は次の表
のとおりです。

単位：ｔCO2

基準年度 目標年度 温室効果ガス削減目標

20％削減

15％削減

25％削減

基準年度 目標値

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 基準年度比 32年度

17,472 15,470 15,952 16,214 15,963 16,272 17,379 -0.5% 14,851

二酸化炭素（CO2） 17,456 15,455 15,938 16,200 15,949 16,258 17,362 － －

メタン（CH4） 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 － －

一酸化二窒素（N2O） 12 11 11 11 11 10 14 － －

ハイドロフルオロカーボ
ン（HFC）

3 3 3 3 3 3 3 － －

21,369 27,428 19,615 16,465 19,176 15,534 18,298 -14.4% 16,027

二酸化炭素（CO2） 19,817 25,944 18,138 15,042 17,823 14,287 16,991 － －

メタン（CH4） 316 264 320 297 254 168 214 － －

一酸化二窒素（N2O） 1,236 1,220 1,157 1,126 1,099 1,079 1,092 － －

38,841 42,898 35,567 32,679 35,139 31,806 35,677 -8.1% 30,878合計

一般廃棄物処理
による排出量

市施設の事業活動
による排出量

最新年度
部門
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温室効果ガス排出状況の推移

・一事業者としての本市の温室効果ガス排出量は、基準年度比では約8.1％の削減となりました
が、前年度比では12.1％の増加となりました。
・市施設の事業活動による温室効果ガス排出量は、基準年度では約1％の削減となりましたが、
前年度比で約6.3％増加しました。前年度比が増加した要因としては、環境事業センターが保守
点検及び基幹的改良工事に伴い発電設備を停止し、その期間中電力購入を行ったことが挙げ
られます。
・一般廃棄物処理による温室効果ガス排出量は、基準年度比で約14.4％の削減となりましたが、
前年度比で約17.8％の増加となりました。前年度と比べ増加した要因としては、焼却ごみに含ま
れるプラスチックの量が増加したことによるものと考えられます。これについては、焼却されるごみ
の成分の影響を受けるもので、市民１人当たりのごみ発生量については昨年と比較し削減出来
ているため、経過を観察する必要があります。
・温室効果ガス排出量の削減目標に対しては、平成28年度は市の施設による排出量・一般廃棄
物による排出量ともに前年と比較して増加しており、目標を達成するためには、市の施設による
排出量は単純計算で年平均3.6％の削減を、一般廃棄物によるものは単純計算で年平均3.1％
の削減を続ける必要があり、どちらも取り組みを強化する必要があります。

■平成２８年度の排出状況の特徴
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(3)取り組み体系図
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（ア）全般的な取り組み 

（イ）電気製品などの購入・使用

時の取り組み 

（ウ）公用車の導入・使用時の取

り組み 

a.低公害車の導入 

b.公用車燃料の使用量削減 

（エ）その他の燃料使用時の取り

組み 

（オ）水の使用時の取り組み 

（カ）用紙類の購入・使用時の取

り組み 

a.再生紙の購入 

b.用紙類の使用量の削減 

イ
．
廃
棄
に
あ
た
っ
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の
取
り
組
み 

ウ
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公
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業
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ど
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た
っ
て
の
取
り
組
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電気使用量を平成22年度比で15％以上削減しま

す。 

環境に配慮している製品を優先的に購入します。（グリー

ン購入）また、長期使用などにより購入量を削減します。 

公用車は、低公害車（電気・CNG※・メタノール・ハイ

ブリッド等）または、極力低公害なものを導入します。 

公用車燃料の使用量を平成22年度比で15%以上削減しま

す。 

都市ガス、ＬＰＧ、灯油などの使用量を平成22年度

比で15％以上削減します。 

水の使用量を削減します。 

コピー用紙・印刷用紙の使用量を削減します。 

用紙類には再生紙を購入し使用します。 

（ア）廃棄物の減量化、資源化の

推進 

廃棄物の減量化及び資源化に努め、廃棄物の排出

量を削減します。 

公共施設の建設・管理や公共事業の実施にあたっ

ては、環境に配慮します。 

（ア）省エネルギーの推進及び新

エネルギーの導入 

（イ）エネルギーや資源の循環利

用の推進 

（ウ）建設工事にあたっての環境

負荷の低減 

（エ）敷地内及び周辺の緑化の推

進 

取り組み項目 目 標 
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(４)　各取り組みの実施状況について

・ちょこエコ月間の実施と電気使用量の公表

・特定規模電気事業者（PPS）の活用

・電気自動車の活用

・電気使用量

・都市ガス使用量

・LPGガス使用量

・公用車燃料使用量（ガソリン）

・公用車燃料使用量（軽油）

・学校給食残さ堆肥化事業

・職員向けの研修及び監査の実施

ア　平成28年度の取り組みの実施状況

平成28年度のＣ－ＥＭＳ（※）の職員向け研修では、廃棄物処理法を研修
のテーマの一つとし、廃棄物処理についての周知を図りました。また、外部
監査では、学校等の施設で行われているごみの分別や資源の再利用の状
況などを確認し、結果をホームページ等で公表しました。

市内小学校3校（浜之郷小学校、緑が浜小学校、鶴が台小学校）の学校給食の食べ残しや調理くずを堆
肥化して生ごみの減量化を図っています。また、給食残さを活用して栽培した野菜（サツマイモ）を浜之郷
小学校へ提供しました。

廃棄にあたっての取り組み

LPGの使用量は72,830㎥となり、前年度比5％の増、基準年度比1％増となりました。

製品やサービスの導入・使用時の取り組み

上記エネルギー使用量の施設ごとの内訳は資料編64ページ表3に記載しています。

夏場（7月～9月）・冬場（12月～3月）は「ちょこエコ月間」として、コピー機の節電モードの活用やエレベー
ターの自粛（2アップ3ダウンの実施）、クールビズやウォームビス等の取り組みを推進しました。また、職員
の節電意識の向上を目的として、庁内イントラネット（※）に全ての公共施設の電気使用量を公表しまし
た。

PPS(※)事業者を導入している庁内の45施設において、平成28年9月の契約期間終了に伴い、電力供給
契約に関する入札を行いました。入札の実施にあたっては、温室効果ガス排出削減の観点から、「茅ヶ崎
市電力の調達に係る環境配慮実施要綱」に基づく環境評価基準を満たした電気事業者のみが入札に参
加できる裾切り方式を採用しました。

公用車として、電気自動車を4台活用しています（三菱自動車のi-MiEVが3台、日産自動車のe-NV200が
1台）。平成28年度中の走行距離数は4台で13,250km、CO2排出量では約3,125kg-CO2/年の削減を行う

ことができました。

電気の使用量は、22,820,533ｋWhで前年度比で約10％増、基準年度比では1％増となりました。
増加の要因としては、環境事業センターが保守点検及び基幹的改良工事に伴い発電設備を停止し、そ
の期間中電力購入を行ったことによること、及び平成28年1月から供用開始となった新しい本庁舎の延床
面積が増加したことによるものです。

都市ガスの使用量は1,090,758㎥となり、前年度比1％の増、基準年度比3％減となりました。
増加の要因としては、本庁舎のコージェネレーションシステム（※）の稼働率が伸びたことが挙げられま
す。

公用車のガソリン使用量は、85,000リットルとなり、前年度比2.5％減、基準年度比6.7％減となりました。

公用車の軽油使用量は、182,936リットルとなり、前年度比3.2％減、基準年度比16.6％減となりました。

今宿小学校環境委員が作成した、ペット

ボトルキャップ回収に関するポスター→ 
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(４)　各取り組みの実施状況について

・市内8校（小学校5校、中学校3校）の空調室外機18台を高効率空調室外機に入れ替えました。

・ESCO事業を活用し、市内の防犯灯8,761灯をLED化しました。

・エコ管理賞を実施

【茅ヶ崎市社会福祉事業団（ふれあい活動ホームあかしあ指定管理者）】

公共事業にあたっての取り組み

・小和田保育園の照明30灯及び室田保育園の照明17灯をLED照明に入れ替えました。

・松林ケアセンターの空調室外機４台を高効率空調室外機に入れ替えました。

・松林公民館の空調室外機3台を高効率空調室外機に入れ替えました。

・市内小学校4校の照明213灯をLED照明に入れ替えました。

《あかしあクリーン隊》
施設利用者が施設から汐見台の海岸まで歩道のごみを拾うという活動で、地域美化や利
用者のごみ分別意識の芽生え、地域理解の深まりなどの効果がみられた。

・ごみ焼却施設で発生した蒸気を利用し、１時間に最大1,800ｋW発電することで、環境事
業センターの電力を賄うとともに、余剰電力は売電しています。

市の施設を管理する指定管理者の環境に配慮した取り組みを表彰する「エコ管理賞」を
実施しました。表彰の対象となった主な施設とその取り組みは以下のとおりです。

・環境事業センターの蒸気タービンによる発電量は11,299,578ｋWhでした。このうち売電
量は4,733,675ｋWh、売電額は52,543,971円（１ヶ月あたり約4,400千円）でした。また、環
境事業センター内で使用した電力量は6,565,903ｋWｈ、そのCO2削減効果は2,366ｔ-CO2

となりました。

あかしあクリーン隊の活動の様子→ 

↑エコ管理賞を受賞した 

ふれあい活動ホームあかしあのみなさん 
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(４)　各取り組みの実施状況について

平成26年度

・学校給食残さ堆肥化事業
学校給食の食べ残しや調理くずを堆肥化して生ごみの減量化を図っています。堆肥化した学
校給食は、浜之郷小学校が5,900kg、緑が浜小学校が1,590kg、鶴が台小学校が2,016kgで合
計9,506kgでした。また、給食残さを使ったぼかし堆肥を作り、その堆肥を使って栽培した農作
物を市内小学校3校の学校給食へ提供しました。

製品やサービスの導入・使用時の取り組み

イ　これまでの取り組みの実施状況

取り組み年度

平成25年度

平成26年度

・市役所本庁舎・分庁舎を始めとした市の施設45箇所において、平成26年10月1日より特定
規模電気事業者（PPS）を導入しています。
・役所本庁舎及び分庁舎の空調温度設定を冷房28℃、暖房19℃とし、冷房は電力需要が
ピークとなる７月から9月の午後1時以降に各フロア15分単位の輪番停止を1日2回実施しまし
た。

廃棄にあたっての取り組み

実
施
状
況
等

平成28年度

実
施
状
況
等

平成27年度

・グリーン購入
共通購入物品140品目中、グリーン購入対象物品は67品目登録されています。
27年度の共通物品購入額に対するグリーン購入対象物品額の割合は79%でした。
・空調機器の温度設定と輪番停止
市役所本庁舎及び分庁舎の空調温度設定を冷房28℃、暖房19℃とし、冷房は電力需要が
ピークとなる7月から9月の午後1時以降に各フロア15分単位の輪番停止を1日2回実施しまし
た。
・電気自動車の活用
日産自動車(株)が行う「電気自動車活用事例創発事業」を活用し、電気自動車（e-NV200)を1
台、3年間無償で貸与されることとなりました。貸与された車両は、主に保育園や幼稚園、小中
学校等で開催される交通安全教室で使用する信号機等の機材の電源として活用していま
す。
これまで交通安全教室に使用していたガソリン車による移動に伴うCO2排出量約800kg-CO2/

年の削減が見込まれます。

・特定規模電気事業者（PPS）の活用
PPS(※)事業者を導入している庁内の45施設において、平成28年9月の契約期間終了に伴
い、電力供給契約に関する入札を行いました。入札の実施にあたっては、温室効果ガス排出
削減の観点から、「茅ヶ崎市電力の調達に係る環境配慮実施要綱」に基づく環境評価基準を
満たした電気事業者のみが入札に参加できる裾切り方式を採用しました。
・ちょこエコ月間の実施と電気使用量の公表
夏季（7月～9月）・冬季（12月～3月）は「ちょこエコ月間」として、コピー機の節電モードの活用
やエレベーターの自粛（2アップ3ダウンの実施）、クールビズやウォームビス等の取り組みを推
進しました。また、職員の節電意識の向上を目的として、庁内イントラネットに全ての公共施設
の電気使用量を公表しました。

・空調機器の温度設置と輪番停止
市役所本庁舎及び分庁舎の空調温度設定を冷房28℃、暖房19℃とし、冷房については、電
力需要がピークとなる午後１時以降に各フロア15分単位の輪番停止を1日2回実施しました。
また、夏期と冬期を節電強化月間とし、ちょっとしたエコな活動「ちょこエコ」を呼びかけました。
・ペーパーレス会議の実施
環境調整会議において、配布する資料を事前にメール配信、会議当日はパワーポイントを活
用することで紙資料の配布を極力減らしたペーパーレス会議を実施しました。
また、平成26年3月の同会議では、タブレット端末を活用したペーパーレス会議を試行的に実
施しました。

主な取り組み

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

・使用済小型家電回収ボックスを10月より市内16箇所に配置し、当初予定回収量（281ｋｇ）を
上回る942ｋｇを回収しました。
・学校給食残さ堆肥化事業
市内農業団体に事業委託し、給食残さを使ったぼかし堆たい肥づくりとその堆たい肥を使い
農産物を栽培、市内近隣小学校3校の学校給食への提供を実施しました。
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公共事業などにあたっての取り組み

実
施
状
況
等

取り組み年度 主な取り組み

平成25年度

・エコオフィス賞を実施
平成25年度のエコオフィス賞表彰を行い鶴が台保育園の「園児や保護者を巻き込んでの保
育園のエコ活動」が表彰されました。
・指定管理者による環境配慮活動の表彰制度の創設
指定管理者による公共施設の優良な環境に対する取り組みを表彰する制度「エコ管理賞」を
創設しました。
・防犯灯事業ににおいて、ＬＥＤ灯具を809灯設置しました。
・小出支所（事務所以外部屋）や小学校7校（トイレ照明）などにＬＥＤ照明を導入しました。

平成26年度

・松浪コミュニティセンター及びつつじ学園に太陽光発電設備及び蓄電池を導入しました。
・松浪コミュニティセンター及び茅ヶ崎ゆかりの人物館にＬＥＤ照明を導入し、コミュニティセン
ター湘南及び環境事業センターの照明の一部をＬＥＤに更新しました。
・浜須賀中学校に新たに1基雨水貯留タンクを設置しました。
・蛍光管防犯灯からLED防犯灯への交換を586灯を行い、新設工事によるLED防犯灯を80灯
設置しました。
・市内の全公民館（6箇所）を始め、小出支所、勤労市民会館など、合計24の公共施設で緑の
カーテンを実施しました。
・エコ管理賞を実施
 市の施設を管理する指定管理者の環境に配慮した取り組みを表彰する「エコ管理賞」を実施
し、4施設を表彰しました。

平成27年度

・市役所建て替えによる省エネ機器等の導入
太陽光発電設備（30ｋW）、コージェネレーションシステム25ｋW（2台）を導入し、照明設備など
の電力源として活用しています。また、庁内照明にLED照明を導入したことに加え、人感セン
サーを設置し効率的な運用を行っています。
・LED防犯灯を544灯設置しました。
・市内5校（小学校4校、中学校1校）の照明227灯をLED照明に入れ替えました。
・市内6校の空調室外機を10台高効率空調室外機に入れ替えました。
・エコ管理賞を実施
　市の施設を管理する指定管理者の環境に配慮した取り組みを表彰する「エコ管理賞」を実
施し、2施設を表彰しました。

平成28年度

・松林ケアセンターの空調室外機4台を高効率空調室外機に入れ替えました。
・松林公民館の空調室外機3台を高効率空調室外機に入れ替えました。
・ESCO事業を活用し、市内の防犯灯8,761灯をLED化しました。
・市内小学校4校の照明213灯をLED照明に入れ替えました。
・市内8校（小学校5校、中学校3校）の空調室外機18台を高効率空調室外機に入れ替えまし
た。
・小和田保育園の照明30灯及び室田保育園の照明17灯をLED照明に入れ替えました。
・エコ管理賞を実施
　市の施設を管理する指定管理者の環境に配慮した取り組みを表彰する「エコ管理賞」を実
施し、1施設を表彰しました。

平成27年度

・学校給食残さ堆肥化事業
市内小学校３校（浜之郷小学校、緑が浜小学校、鶴が台小学校）の学校給食の食べ残しや調
理くずを堆肥化して生ごみの減量化を図っています。また、給食残さを活用して栽培した野菜
（サツマイモ）を浜之郷小学校へ提供しました。

実
施
状
況
等

・学校給食残さ堆肥化事業
学校給食の食べ残しや調理くずを堆肥化して生ごみの減量化を図っています。堆肥化した学
校給食は、浜之郷小学校、緑が浜小学校、鶴が台小学校で合計4,013kgでした。また、給食
残さを使ったぼかし堆肥を作り、その堆肥を使って栽培した農作物を10月の「花と野菜のまつ
り」で活用しました。
・市役所備品のリサイクル
市役所建て替えに伴い、旧庁舎で使用されていた備品などで活用可能なものについては、引
き続き活用しています。

平成28年度
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■ 平成28年度の温暖化対策推進協議会指摘事項と市の対応

■ 平成29年度の温暖化対策推進協議会指摘事項

　電気自動車の導入に代表されるように、新しい交通システムの紹介は温暖化防止に重要である。それだけに、電
気自動車の有する温暖化防止の効果、達成度合いなどを積極的に公開してほしい。こうした情報提供は、市民に
知ってもらうという意図から、市民への教育（学習）効果や、温暖化防止の取り組みのイメージ向上につながる可能
性が高い。
　行政施策と自治体自身の取り組みは、上述の通り、市民や事業者に対する啓発効果が期待できる。幅広く本市
や近隣自治体の施策を見直すことを通じて、取り入れるべきものを選択し、茅ヶ崎市の取り組みに加えることができ
るように、検討を続けてほしい。
　省エネ機器、省エネシステムの導入は、茅ヶ崎市における施策推進の好例と言える。また、庁舎建て替えという
チャンスをいかそうとする、各種の工夫が見られる点も良い。これらの実施、成果をしっかり記録し、保存するととも
に、市民に公表してほしい。今後も、こうした市の積極的な取り組み展開を期待する。

(４)　各取り組みの実施状況について

ウ　茅ヶ崎市行政の取り組みに対する温暖化対策推進協議会指摘事項

　茅ヶ崎市の取り組みは、全般に着実な成果が確認でき、評価される。それゆえ、市の省エネ活動や新庁舎の省エ
ネ設備の効果を、市内の団体と連携して、もっとアピールしてはどうか。そうすれば、市民にたいする「見える化」の
手段となり、市民にも職員にも温暖化防止の啓発につながると思われる。また、職員にたいする積極的な教育機会
の提供はもちろんのこと、教育内容の改善も視野に入れつつ、職員研修を継続してほしい。
　社会情勢などにともない、庁内の実績は年度ごとに変動するだろうが、ひきつづき、着実な取り組みを継続しても
らいたい。たとえば、新庁舎をはじめとする省エネ設備は、経年劣化は避けられず、維持、保守管理、修繕の必要
がある。こうした対策も、その他の設備の新規導入とともに重要であるため確実な運用を期待する。

平成27年度の取り組みに対する協議会指摘事項

　茅ヶ崎市の行政上の取り組みが、記録され、公開され、市民に伝えられている点は評価できる。ただし、市民にと
り、読んでわかりやすく、理解しやすい表記方法の確立が望まれる。事実をありのままに伝える形のほか、適切な資
料の解釈を含む記載方法を検討し、さらにわかりやすい表記となるよう、工夫をしてもらいたい。
　茅ヶ崎市が独自に実施している取り組みは、良いものが多い。それゆえ、今後もこれらの取り組みの推進を図るべ
きである。あわせて、目立たずとも着実な実施に意味がある取り組みも多く、地道な継続を強く期待する。

協議会指摘事項に対する市の対応

・C-EMS（※）の職員向け研修では、庁舎内で実践可能な省エネ事例を紹介するとともに、職員1人1人の省エネ意
識を高めるため、各職場内でC-EMSの目標設定の話し合いを実施するよう説明を行いました。
・エコ管理賞表彰式及びその取り組み内容をちがさきエコネット（※）のフォトライブラリーにおいて紹介しています。

平成29年度中に対応・実施しているもの

平成30年度以降に対応予定のもの

・直営施設や指定管理者制度導入施設の施設管理者を対象として、施設や設備の省エネの方法等についての講
習会を実施する予定です。
・既存施設の修繕や維持管理の中で、省エネ型設備への入れ替えを進めていきます。

これまでの取り組みの実施状況に対する協議会指摘事項

平成28年度の取り組みの実施状況に対する協議会指摘事項
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表1　温室効果ガス排出状況（排出係数変動版）で使用する排出係数【本編5ページ】

①

②

③

④

kg-CO2/kWh

図2　省エネに取り組むのが難しい理由（市民アンケート結果より抜粋）【本編17ページ】

省エネルギー行動は面倒だから

省エネルギーの実行にコストがかかる
から

省エネルギーを実行したとしても、効果
が分からないから

その他（家族の生活スタイルが異なる
から、夏冬の冷暖房で目安の温度にし
ても快適ではないからなど。）

40

41

65

26

0.505

27

0.5000.375

23

0.464

24

0.525

３　資料編

　(1) データ集

年度

係数

21

0.384

22 25

0.531

※上表の係数は環境省が発表している電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量
算定用）の東京電力エナジーパートナー㈱（平成26年度以前は東京電力㈱）の実排出係数を引用し
ています。

165

選択肢 回答数

前問で「取り組むのは難しい」に○を記入された方は省エネルギーに取り組めない理由は何で

すか。（複数選択可）（n=278）

図1　意識調査の回答数と「省エネを実践している」と回答した方の割合（年度別）
【本編16ページ】
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の割合 
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

③

④

省エネルギー推進のため市内全体での協
力体制を整備する

168

小中学校での省エネルギーについての教
育を充実させる

260

市役所などの公共施設において省エネルギー
の率先行動を行い、その情報を提供する

236

公民館などの公共施設へその施設の利用に適
した省エネルギー性能の良い機器を導入する

173

省エネルギーのために市に実施してほしいことは何ですか（複数選択可）（ｎ＝716）

選択肢 回答数
市民や事業者に省エネ方法などに関する
分かりやすい情報を提供する

327

市民や事業者が省エネ機器を導入する際
の助成を行う

416

前問で「取り組むのは難しい」に○を記入された方は省エネルギーに取り組めない理由は何で

すか。（複数選択可）（n=134）

図4　意識調査の回答数と「省エネを実践している」と回答した事業者の割合（年度別）
【本編25ページ】

3

省エネルギーの実行にコストがかかる
から

90

省エネルギーを実行したとしても、効果
が分からないから

23

　その他（自社の物件ではないため、
資金的な面で当面は難しいなど。）

40

図5　省エネに取り組むのが難しい理由（事業者アンケート結果より抜粋）【本編25ページ】

選択肢 回答数

省エネルギー行動は面倒だから

特になし 41

その他 18

図3　省エネルギーのために市に実施してほしいこと（市民アンケート結果より抜粋）
【本編22ページ】

市で使う車を購入する時に低公害車、低燃
費自動車にする
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①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

温室効果ガス排出抑制に取り組むことについて、最も近い考えを選択してください。（単一選

択）（n=271）

新たに導入した機器又は設備は何ですか。（複数回答可）（n=285）

これから導入してみたい省エネルギー機器又は設備は何ですか。（複数回答可）(n=699)

高効率型照明器具（LED等）

省エネルギー性能のある家電
（冷蔵庫、エアコン等）

雨水を集め利用する貯留タンク

断熱ガラス、ペアガラス、真空ガラス

太陽光発電設備

家庭用燃料電池（エネファーム）

太陽熱温水器

家庭用蓄電システム

HEMS（※）

ハイブリッド車、電気自動車

その他

高効率給湯器
（エコキュート、エコジョーズ等）

図7　意識調査における市民の省エネルギー機器設置状況(市民アンケート結果より抜粋)
【本編30ページ】

⑬ 特になし

図6　温室効果ガス排出抑制に向けた取り組みについて（事業者アンケート結果より抜粋）
【本編28ページ】

無回答 11

選択肢 回答数

90

省エネなど企業活動にもメリットがある
範囲で取り組む

142

企業として事業に影響があるので取り
組みは難しい

7

企業の社会責任として取り組む

わからない 21
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図8　省エネルギー機器等補助金交付件数の推移【本編30ページ】

図9　住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付件数の推移【本編31ページ】

(単位:円)

187,107 667,539 7,010 1,342,088

16,908

表2　太陽光発電設備普及啓発基金の積立状況【本編31ページ】
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表3　行政の取り組み（事務事業編）におけるエネルギー使用量の推移【本編55ページ】

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
構成

比

基準

年度比

増減量

基準

年度比

増減率

前年度比

増減量

前年

度比

増減率

総計 22,565,796 18,928,807 19,840,317 20,318,994 20,123,254 20,798,448 22,820,533 100% 254,737 1% 2,022,085 10%

市長部局総計 16,667,073 13,964,662 14,386,793 14,737,029 14,472,164 15,108,463 16,958,946 74% 291,873 2% 1,850,483 12%

庁舎 2,556,240 1,981,776 1,997,712 2,061,144 2,019,098 2,176,292 2,546,337 11% -9,903 0% 370,045 17%

市立病院 6,134,488 5,185,752 5,064,239 4,999,682 5,063,142 5,162,830 5,462,958 24% -671,530 -11% 300,128 6%

消防施設 600,310 498,178 479,148 479,314 468,824 470,500 324,370 1% -275,940 -46% -146,130 -31%

ごみ処理施設 696,385 554,466 596,553 896,933 559,505 905,783 1,871,213 8% 1,174,828 169% 965,430 107%

その他施設 6,679,650 5,744,490 6,249,141 6,299,956 6,361,595 6,393,058 6,754,068 30% 74,418 1% 361,010 6%

教育委員会総計 5,898,723 4,964,145 5,453,524 5,581,965 5,651,090 5,689,985 5,861,587 26% -37,136 -1% 171,602 3%

小中学校 4,846,570 4,100,677 4,516,843 4,665,410 4,760,013 4,842,454 5,015,354 22% 168,784 3% 172,900 4%

その他教育施設 1,052,153 863,468 936,681 916,555 891,077 847,531 846,233 4% -205,920 -20% -1,298 0%

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
構成

比

基準

年度比

増減量

基準

年度比

増減率

前年度比

増減量

前年

度比

増減率

総計 1,122,472 1,099,620 1,089,775 1,067,093 971,498 1,081,514 1,090,758 100% -31,714 -3% 9,244 1%

市長部局総計 964,970 960,058 947,133 927,065 902,670 953,169 956,713 88% -8,257 -1% 3,544 0%

庁舎 8,920 8,473 8,340 7,675 6,764 26,301 53,568 5% 44,648 501% 27,267 104%

市立病院 761,606 758,063 737,391 711,535 689,384 692,519 685,850 63% -75,756 -10% -6,669 -1%

消防施設 4,748 4,978 5,281 4,855 5,074 5,025 5,011 0% 263 6% -14 0%

ごみ処理施設 39,667 47,293 50,695 46,442 40,385 47,421 69,070 6% 29,403 74% 21,649 46%

その他施設 150,029 141,251 145,426 156,558 161,063 181,903 143,214 13% -6,815 -5% -38,689 -21%

教育委員会総計 157,502 139,562 142,642 140,028 68,828 128,345 134,045 12% -23,457 -15% 5,700 4%

小中学校 98,174 89,660 90,014 89,892 24,070 86,352 85,066 8% -13,108 -13% -1,286 -1%

その他教育施設 59,328 49,902 52,628 50,136 44,758 41,993 48,979 4% -10,349 -17% 6,986 17%

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
構成

比

基準

年度比

増減量

基準

年度比

増減率

前年度比

増減量

前年

度比

増減率

総計 72,223 68,020 74,075 70,672 74,766 69,689 72,830 100% 607 1% 3,141 5%

市長部局総計 8,769 8,289 10,784 9,927 10,591 8,862 12,912 18% 4,143 47% 4,050 46%

庁舎 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

市立病院 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

消防施設 3,108 3,091 3,313 3,423 3,371 3,266 3,268 4% 160 5% 2 0%

ごみ処理施設 113 103 110 1,138 107 109 107 0% -6 -5% -2 -2%

その他施設 5,548 5,095 7,361 5,366 7,113 5,487 9,537 13% 3,989 72% 4,050 74%

教育委員会総計 63,454 59,731 63,291 60,745 64,175 60,826 59,918 82% -3,536 -6% -908 -1%

小中学校 61,476 57,707 61,253 58,670 62,193 59,063 58,372 80% -3,104 -5% -691 -1%

その他教育施設 1,978 2,024 2,038 2,075 1,982 1,763 1,546 2% -432 -22% -217 -12%

電気使用量(kWh)

都市ガス使用量(m3 )

LPG使用量(m3)
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(2) 用語集 
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【あ行】 

生け垣の築造への助成 

生け垣の築造に対する工事費の一部を助成する制度

のことです。 

（条件）①常緑樹で 60cm以上②1mにつき 3本を植え

込む③連続植え込みが 2m以上④フェンスを併設する

場合の透過率 70%以上 

 

生け垣の保全への助成 

一定の要件を満たす生け垣の所有者に対し、保全費

の助成を行うものです。 

（指定条件）①建築基準法上の道路（幅員 4 メートル

以上）に面していること②生け垣の高さ（樹高）が 60 セ

ンチメートル以上のもの③生け垣の長さ 2メートル以上

のもの④樹木を列状に植え込み、垣の形にした一列

の植栽であること⑤生け垣としての外観を損ねない程

度のフェンスとの併設も可（ブロック塀との併設は不

可） 

指定期間は 5 年間で、所有者は生け垣を適正に管理

し保護育成に努める義務があります。 

平成 28年度を持って事業終了。 

 

エコ事業者 

茅ヶ崎市地球温暖化対策ポータルサイト「ちがさきエコ

ネット」において、事業活動の中で環境に配慮した活

動に積極的に取り組むことを宣言していただける事業

者（事務所、工場、店舗、病院、学校など）のことです。 

 

エコ事業者認定証 

エコ事業者として認定した事業者に交付しているステ

ッカータイプの認定証です。また、同じデザインのデー

タを「ちがさきエコネット」からダウンロードすることがで

き、事業者のホームページや名刺などに利用すること

ができます。 

 

 

 

エコひろば 

「ちがさきエコネット」のコンテンツの一つ。 

「ちがさきエコファミリー」「エコ事業者」同士が相互に

情報を共有できるようにすることを目的として、自由に

投稿できる電子掲示板のことです。 

 

エコワット 

家電製品につなぐだけで、家電製品の電気使用量、

電気料金、二酸化炭素排出量を表示できる機器のこ

とです。 

 

LED 照明 

従来の電球に比べ電力使用量が少なく、寿命が長い

照明のことです。白熱電球と比べると電力使用量は約

8割削減、寿命は約 40倍です。また、蛍光灯と比べる

と電力使用量は約 2割削減、寿命は約 7倍です。 

 

援農ボランティア制度 

農作物の栽培技術を習得しながら健康づくりをしたい

方へ農業従事者の不足を感じている農家でのお手伝

いを通じて余暇の充実を図る制度のことです。 

 

温室効果ガス 

赤外線を吸収する能力をもつ気体のこと。大気中に存

在すると温室効果をもたらすのでこの呼び名がある。

温室効果ガスは地表面からの熱をいったん吸収し、熱

の一部を地表面に下向きに放射する。日射に加えて、

こうした放射による加熱があるため、地表面はより高い

温度となり、温室効果がもたらされます。 

 

温暖化対策推進協議会 

地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づく

茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画の策定及び変更

並びに当該計画に基づく施策の推進に関する事項に

つき市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答
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申し、又は建議する市の附属機関です。 

 

【か行】 

カーボンオフセット 

人間の経済活動や生活などを通して「ある場所」で排

出された二酸化炭素などの温室効果ガスを、植林・森

林保護・クリーンエネルギー事業（排出権購入）による

削減活動によって「他の場所」で直接的、間接的に吸

収しようとする考え方や活動の総称です。 

 

環境家計簿 

「ちがさきエコネット」のコンテンツの一つ。 

エコファミリーが電気、ガス、水道などの毎月の使用量

や金額を入力するとグラフが作成されます。これにより

毎月のエネルギー使用量や利用金額の確認や、前年

度の使用状況との比較が容易にできるため、省エネの

目標が立てやすくなります。 

 

環境価値 

電気そのものの価値に加え、二酸化炭素の排出を削

減するという価値。太陽光や風力などの自然エネルギ

ーによる電気は、電気そのものの価値に加え、CO２排

出を削減するという「環境価値」を持っているとみなさ

れます。 

 

環境フェア 

環境フェアは、大人から子供まで楽しみながら未来の

暮らしと地球環境のために自分でできることが発見で

きるイベントです。 

 

グリーンバンク制度 

不要になった樹苗樹木を市が受け取り、堤樹木センタ

ーで公開し必要な方へ引き渡す制度のことです。 

 

コア地域 

環境基本計画では、平成 15 年～17 年度にかけて実

施した「茅ヶ崎市自然環境評価調査」において、自然

環境上特に重要な地域としてあげた清水谷、平太夫

新田、赤羽根十三図、長谷、行谷、柳谷、及び柳島の

7 地域を生物多様性の保全、生態系ネットワークの核

（コア）となる「コア地域」として優先的に保全していくこ

ととしています。 

 

コージェネレーションシステム 

発電とともに発生した排熱を利用して、冷暖房や給湯

などの熱需要に利用するエネルギー供給システムのこ

とです。総合熱効率の向上を図ることができます。 

 

コンポスト 

有機物を微生物の働きで分解させて堆肥にする処理

方法、またはその堆肥のことです。有機物としては主

に生ごみ、下水や浄化槽の汚泥、家畜の糞尿、農産

物廃棄物などが使われます。 

 

【さ行】 

省エネナビ 

家庭全体の電気使用量、電気料金、二酸化炭素排出

量を表示する機器のことです。 

 

省エネルギー・地球温暖化に関する意識調査 

地球温暖化対策実行計画に基づく施策を効果的に実

行するため、無作為に抽出した満 20 歳以上の市民の

方 2,000人及び市内の事業者 1,000社を対象として、

地球温暖化防止及び省エネルギーに関する取り組み

状況を調査する目的で行うアンケートのことです。 

 

湘南エコウェーブ 

茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町の 2市 1町が連携して環境

活動に取り組むプロジェクトのことです。未来を担う子

どもたちに湘南の豊かな環境を伝えようと地球温暖化

防止を目的に様々な活動をしています。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E5%AE%A4%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%82%AC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC
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スクールエコアクション 

学校版環境マネジメントシステムのことで、学校におい

て、児童・生徒等が環境に配慮した生活様式を習得

できるように、学校自らの環境活動の方針や目標等を

設定し、その達成を目指して継続的に活動に取り組ん

でいくシステムや取り組みのことです。 

 

スラグ 

金属から溶融によって分離した鉱石母岩の鉱物成分

などを含む物質のことです。 

 

【た行】 

太陽熱利用設備 

太陽からの熱エネルギーを使って温水や温風を作り、

給湯や冷暖房に利用するシステムのことです。 

 

ちがさきエコネット 

市民・事業者が地球温暖化対策に関する必要な情報

を簡単に取り出し、相互に意見交換ができ、多くの市

民・事業者の参加を促すことができる地球温暖化対策

に関するポータルサイトのことです。 

 

ちがさきエコファミリー 

茅ヶ崎市地球温暖化対策ポータルサイト「ちがさきエコ

ネット」において、環境にやさしい行動を心がけること

を宣言し、節電・節水などの省エネルギーに取り組ん

でいただけるご家庭のことです。 

 

茅ヶ崎おひさまクレジット 

家庭に設置した太陽光発電設備により発電し、自家

消費した分を「環境価値（CO₂排出削減量）」として企

業に売却する制度のことです。  
Ｃ－ＥＭＳ（チームス） 

茅ヶ崎市環境マネジメントシステム。全職員・全庁各所

（施設）を対象とし、事業者としての本市の本計画に係

る取り組み及び環境法令遵守に係る取り組みを進める

ための仕組みのことです。 

 

庁内イントラネット 

職員が自由に閲覧できる庁内共通の電子掲示板のこ

とです。  
【な行】 

生ごみ処理機 

手動式と電動式があり、微生物等により生ごみを堆肥

に変えます。生ごみ処理容器より高価ですが、微生物

の働きを活性化させるなどの機能が充実しています。 

 

【は行】 

播種（はしゅ） 

植物の種子（種<たね>）を播く（蒔く、撒く、まく）こと。 

 

パワーコンディショナ 

太陽光発電システムや家庭用燃料電池により発電さ

れた電気を家庭などの環境で使用できるように変換す

る機器のことです。ソーラーパネルなどから流れる電気

は通常「直流」ですが、家庭で用いられている「交流」

に変換することで、通常利用可能な電気にすることが

できます。 

 

PPS（ピーピーエス） 

平成 12年の規制緩和で大口向けの電力小売りが自

由化され、登場した特定規模電気事業者

（PowerProducerandSupplier)の略称のことです。 

 

不用品登録制度 

まだ使えるのに不用になったもの・眠っているもの・捨

てるものを市へ登録し、必要な方へ引き渡す制度のこ

とです。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D%E5%B2%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%B1%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E8%B3%AA
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HEMS（ヘムス） 

《home energy management system》家庭のエネルギー

を効率よくコントロールするシステム。電力の使用を効

率化でき、節電や二酸化炭素削減に役立ちます。 

 

BEMS（ベムス） 

《building energy management system》省エネと快適性

を実現させることを目的としたビル内の配電設備、空

調設備、照明設備、換気設備、OA 機器等の電力使

用量のモニターや制御を行うためのシステム。電力使

用量を可視化し、適切に制御することが可能となり省

エネを実現できます。 

【ま行】 

マッチングギフト 

太陽光発電設備普及啓発基金への積立の際、売電

収入及び寄附金の合計額と同じ額を市の資金から積

立てることとしており、この資金のことを指します。 

 

緑のカーテン 

「ゴーヤ」や「アサガオ」などのツル性の植物を、窓の

外や壁面に張ったネットなどに這わせて、カーテンの

ように覆ったものを「緑のカーテン」といいます。自然の

力を利用した夏場の省エネルギー対策です。 
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茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画 

年次報告書（平成２９年度版）に対する答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 2月 13日 

 

 

茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会 
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はじめに 

 

 

 茅ヶ崎市は、毎年、地球温暖化対策実行計画の年次報告書を作成しています。本協議会

はこれに対し、計画の進捗状況を評価し、答申としてまとめています。平成 29（2017）年

度の協議は約半年をかけ、平成 28(2016)年度までに実施された取り組みを評価すべく、次

の 2点を議論してきました。その 1つは、平成 28（2016）年度を単位とした実行計画の進

捗状況の評価です。協議会ではこれを単年度評価と呼ぶことにし、1年間の計画の進み具合

を検討しました。もう 1 つは、今回の報告の特徴を構成している中間評価に関する議論で

す。本計画は、平成 25(2013)年度から平成 32(2020)年度までの 8年間をカバーしています。

平成 28（2016）年度を評価する今回は、ちょうどその中間、折り返し地点です。そこで、

これまでの 4年分（平成 25年（2013）年度から平成 28（2016）年度）の取り組みと成果に

対して、協議会のコメントを作成しました。いずれも、進捗状況報告書に示される担当各

課の実績と振り返りをもとにしながら、計画の進展と成果や実績に着目し、脱温暖化活動

がさらに促進されるねらいをもって評価しました。 

 このような意図と過程でとりまとめた本答申は、協議会委員のコメントと検討にもとづ

いています。施策の進展が適切に進められること、つまり、本計画が温暖化防止に実質的

な意味を有し、そのための仕組みがさらに充実することを願います。とくに、本答申が指

摘する事項を、今後の行政プロセスに役立てていただきたく思います。 

諮問内容にもとづき、本委員会がまとめた指摘事項は、以下の 10項目です。 

 1．優先的に取り組む施策Ⅰの単年度評価（年次報告書 14～19ページ） 

 2．優先的に取り組む施策Ⅰの中間評価（同 20～22ページ） 

 3．優先的に取り組む施策Ⅱの単年度評価（同 24～26ページ） 

 4．優先的に取り組む施策Ⅱの中間評価（同 27～28ページ） 

 5．優先的に取り組む施策Ⅲの単年度評価（同 30～33ページ） 

 6．優先的に取り組む施策Ⅲの中間評価（同 34～36ページ） 

 7．その他施策の実施状況の単年度評価（同 38～42ページ） 

 8．その他施策の実施状況の中間評価（同 43～50ページ） 

 9．茅ヶ崎市行政の取り組みの単年度評価（同 55～56ページ） 

10．茅ヶ崎市行政の取り組みの中間評価（同 57～58ページ） 

いずれの記載も、肯定的に評価できる点と改善すべき点を取り上げるようにし、市民目

線・専門家目線のメッセージが伝えられるようにしました。 

 つづいて、本計画目標の確実な達成と、そのための施策展開にむけて、本協議会指摘事

項の主要な論点を列挙します。 

1）地球温暖化防止のため、市民啓発のための情報提供とその方法を工夫すること 

2）地球温暖化防止のため、市内事業者啓発のための情報提供とその方法を工夫すること 
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3）実データにもとづく現状の把握から、諸課題の抽出、対処案の具体化をめざすこと 

4）市民・事業者との連携強化をねらった、温暖化対策採用の利点の説明や、インセンティ

ブ手法を検討すること 

5）各担当課の評価を次年度の対策へとつなぐべく、施策連動を高め、制度化すること 

6）適切な予算配分により本計画を着実に遂行し継続的に実施すること 

7）自治体として取り組むことが可能な、温暖化情報の一元化への工夫と対応を行うこと 

8）自治体として取り組むことが可能な、地域都市システムの構築へのイニシアティブを発

揮すること 

 さらに、今回は中間評価を実施したこともあり、より具体的で現実的な要望も提示され

ました。それらを紹介します。 

・本計画により、前半 4 年間、茅ヶ崎市独自の温暖化対策が展開されたことは重要で、こ

の努力を継続してほしい 

・前半 4 年間の成果を、本計画の目標にもとづいて位置づけ、評価・分析し、今後の対策

とつなげる工夫が必要である 

・温暖化防止の成果をあげるためには、民生家庭部門の抜本的な二酸化炭素削減対策が必

要ではないか 

・計画に対する進捗の遅れに関して、十分な反省と原因の究明が必要である 

・計画に対する進捗の遅れが見られる課題への、対策案追加の検討が必要である 

・計画に対する進捗の遅れが顕著な課題に関しては、計画そのものの変更（場合によって

は目標の切り下げ）をすべきかどうか検討が必要ではないか 

これら協議会からの要望を活用し、温暖化防止の確実な成果をあげられるよう対策して

ください。毎年のことながら、協議会コメントに対する市の考え方が、一覧の形でまとめ

られて伝えられる現行の報告書の仕組みは、コミュニケーション過程として重要です。今

後も続けて下さい。そして、このような市民と自治体の対話により、本計画が、実効性の

高い施策へと改善されることを希望します。 

 

 

 

平成 30年（2018年）2月 

茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会 会長 山田 修嗣 



72  

１．優先的に取り組む施策Ⅰの単年度評価 

 

ちがさきエコネットの導入以降、情報発信を続けている点、エコファミリー世帯数の増

加のために取り組んでいる点は微増ながら評価すべきである。さらに、エコネットを活用

した省エネルギー表彰制度の導入と、継続的な実施も多としたい。 

今後は、エコファミリー制度の周知、また、そのための新たな手法の検討は急務と考え

られる。とくに、エコファミリー制度への参加者が依然として少ないため、さらなる検討・

工夫が必要である。これは、エコネットに関する情報の「発信」という目標に対して、十

分な施策効果が表れていないからだと判断され、この反省をふまえて実効性の高い施策に

取り組むべきと考えられる。 

また、登録者数で計る施策効果だけでなく、把握しやすいエコネットのアクセス数も成

果に加えつつ、随時、市民に本項目に関連する情報を公表していく必要があるのではない

か。 

 

２．優先的に取り組む施策Ⅰの中間評価 

 

まず、エコネットの構築を目標どおり実施できたこと、エコネットの運用を開始してい

る点などは、茅ヶ崎オリジナルの取り組みとしても評価でき、目標どおりの展開だと考え

られる。 

他方でエコネットの積極的な利用や活用については遅れがあるため、しっかり反省すべ

きである。今後は、この対策案を作って施策を進めることが望まれる。対策例としては、

発信・把握・評価を、年度ごとにきちんと繰り返していく必要があるだろう。 

単年度や単発の取り組みには努力が認められるが、経過を振り返ってみると、どのよう

に取り組みごとに取りまとめを行っているかが見えない。また、その中での工夫や改善に

よる効果が現れていないように感じられる。 

その結果、周知徹底や情報発信の仕組み作りに遅れが見られる。経過を踏まえた反省に

もとづき、経過を踏まえた新しい取り組みを作っていくべきである。経年的な推移を捉え

た評価・反省を加えるべきである。 

具体的な取り組みの例として、「教育を通じて楽しく学べる方法」、「フリーマーケットで

使えるクーポン券」の導入など、教育やイベントを活用したさらなる周知徹底を図っては

どうか。 
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３．優先的に取り組む施策Ⅱの単年度評価 

 

省エネ活動展の実施と事業者の参加実績に表れているとおり、エコネット加入事業者の

増加策を実施していることは、評価できる。 

省エネ活動展などの取り組みは本施策にとり重要であり、ぜひ継続してほしい。そして、

参加事業者をさらに増やすため、企業に対する利点の明示や、企業が積極的に PRできるよ

うな工夫をしながら、事業者の協力をとりつけることが望ましい。 

ただし、本施策は、目標に対して進捗が少ないものが多く、その部分をどう改善するか

をまず考えるべきである。とりわけ、事業者の協力を得て進めるべき取り組みについては、

目標達成が可能な具体策を検討し、場合によっては目標の見直しも視野に、反省と検討を

進めてはどうか。 

事業活動でポイントとなる事業者間及び市民と事業者の連携がイメージされていけば、

エコネットの登録、意識調査の回収率の上昇、認定制度の周知も進むと考えられる。そこ

で、組織・団体間の横のつながりを意識した取り組みが必要である。 

エコ事業者の認定制度についても、認定事業者数が目標とは大きく乖離しており、さら

なる進捗の余地があり、改善策が望まれる。 

 

４．優先的に取り組む施策Ⅱの中間評価 

 

事業活動における地球温暖化対策にとり、最も重要な条件となる自治体からの情報発信

や情報収集については、ネットと連動した周知が実施されてきたことは、一定の評価がで

きる。 

また、自治体独自の取り組みや工夫として、省エネ活動展といったイベントの開催は効

果的で、見学者も多く集まったことなどから、継続を前提に、目標達成につなげてほしい。 

ただし、これまでの経過から判断すると、目標達成に大幅な遅れが見られ、取り組み内容

とそれによる目標の達成との間に大きな開きがある点について、早急な改善が望まれる。     

さらに場合によっては、目標そのものの改正が必要とも判断され、検討が望まれる。 

事業者への働きかけについては、事業者のコスト感覚・意識を適切に理解する必要があ

り、環境対策を採用してもらうための自治体施策のさらなる大胆な工夫が望まれる。 

それには、第３次産業的要素が強い茅ヶ崎のビジネス特性を十分に考慮し、市民と事業

者、ならびに、事業者間の情報のやりとりを活性化させることで効果が表れると予想され、

今後はその対策の具体化を検討してはどうか。 
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５．優先的に取り組む施策Ⅲの単年度評価 

 

太陽光発電クレジット制度のような市民と事業者が参加し、協力できる制度の導入や、

電気自動車の導入・活用に代表される環境対策の「シンボル」のアピール実績は評価でき

る。ただし、積極的なアピールに、さらなる努力が必要と考えられる。 

照明の LED化など低額で導入可能な機器については、採用実績もあり、望ましい傾向と

いえる。これについては、さらなる実績及びその効果の公開とともに、温暖化防止目標の

達成に対する貢献度合いも検討しておくべきである。 

他方で、高額の機器やシステムは対策効果を期待できるものの、導入コストが課題とな

る。したがって、補助事業終了には慎重な検討が求められるはずであり、他の自治体実績

から、補助がない場合の機器導入状況を把握・評価して、目標達成を考慮した終了の是非

を考えてほしい。また、補助事業終了後の普及状況についても年次報告書に記載するとと

もに、その内容に基づいて補助事業のあり方を検討してほしい。 

それが難しいようであれば、蓄電・充電方法の多様化や、蓄電・充電設備との組み合わ

せといったアイディアを関連させた、多様で柔軟な代替策を考案してほしい。 

公用車の電気自動車化（EV導入）についても、近隣自治体の実績をふまえつつ、もう少

し積極的に進めるとよいのではないか。 

クレジット制度等による環境価値の活用は、導入するだけにとどまらず、継続的・安定

的な運用を射程にいれた評価も必要と考えられる。 

 

６．優先的に取り組む施策Ⅲの中間評価 

 

クレジット制度の導入と活用、LED化の促進策といった実動部分は、自治体の取り組みと

してオリジナリティがあり、興味深い結果を示していると考えられ、重要な成果といえる。 

ただし、温暖化対策は社会環境の変化の影響を受けるため、社会環境把握と関連づけた成

果の反省と取り組みの改善が求められる。したがって、補助事業の継続、補助率等の補助

条件の見直し（補助率を下げて補助を継続するなど）、補助先（対象）の検討、場合により

目標の変更には、より柔軟な評価と検討を行うべきである。 

単年度の実績とは異なり、経年評価という観点では、たとえば電気自動車（EV）の導入、

オフセット制度の活用、市民教育や環境教育との連携について、しっかりと社会環境を見

極め、その変化をつかみ、具体的な検討を行ってほしい。それにより、各種製品やサービ

スの積極導入にむけた、市民や自治体の取り組み方法が明確化されるはずである。さらに、

EVを例に挙げれば、EV導入の可能性の検討結果を公表するとともに、今後普及が予想され
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る燃料電池自動車（FCV）についても社会情勢を注視しながら、自治体としてできる範囲で

検討を始めてもよいのではないか。 

本施策では、設備・機器導入等に関するアピールの工夫は急務と考えられ、たとえば周

知方法の強化とともに手続きの簡素化などを取り入れてはどうか。また、市民や事業者に

対して、諸対策の導入可能性をいっそう伝達し、その伝達方法も多様性を備えて、市内の

取り組み事例（好例）が積極的に交流・交換されるような配慮と取り組みを期待する。 

 

７．その他施策の実施状況の単年度評価 

 

省エネコンテストの実施については、良い取り組みであり、継続すべきである。ただし、

省エネコンテストの参加者が少なく、増加させる工夫が必要である。また、参加者増加策

は、目標を明確に定め、目標達成にむけてさらに努力してほしい。 

本項目には、自治体の努力の成果として、LED化の実績等もっとアピールすべき内容が含

まれている。また、低炭素建築物新築計画の認定制度、省エネナビ、エコワット等の紹介、

推進においては、わかりやすい内容と省エネ効果・実績の紹介によって、市民・事業者へ

の波及効果が考えられる。事実の説明にとどまらない、積極的な協力要請をしても良いと

考えられる。 

関連施策との連動により、温暖化対策が目指されている部分は、良い点である。今後も

関係部署との施策の統合・調整を目指し、工夫を継続してほしい。また、せっかくの連動

なので、統合的に進められる施策に関係する情報提供を続け、この成果が明らかになるよ

うに検討をしてほしい。 

市民に対しては、自治体の広報は影響が大きく、その分、効果も期待できる。市の情報

伝達ルートを活用して情報を発信するとともに、市民の取り組みの次の一歩を促すべく、

できること、できていることを明確に表現することが望まれる。 

  

８．その他施策の実施状況の中間評価 

 

「まちのシステムの低炭素化」は、これからの社会を展望し、茅ヶ崎市の多様な連携を

推進する上で、重要な施策の方向性といえる。この意味で、カーシェアリングやみどりあ

るまちづくりの評価方法の検討とともに、新しい市民の取り組みをも示すべきである。た

とえば、各地で取り組まれている具体例を記載し、紹介するのも重要である。とりわけ、

新たな都市システムの構築は、温暖化防止の成果を生み出すことが期待される。したがっ

て、新たな取り組みの紹介やその試験的導入も検討しつつ、積極的な温暖化防止システム

の推進を目指してほしい。 
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従来から展開されている自転車の活用は、茅ヶ崎市の目玉施策といえる。しかし、自転

車活用が温暖化防止に寄与する実績をより明確に把握する必要がある。そして、駐輪場の

配置や設置など、自転車を利用しやすい都市環境へと導く次の一手が望まれる。 

あわせて、温暖化対策の観点から検討する施策の再考、再構成が必要な時期に来ている。

この場合、時には大胆な目標の見直しも不可欠かもしれない。これまでの市の努力により、

良い連動が得られつつあるため、今回の中間評価を棚卸しの機会ととらえ、さらなる取り

組みの徹底にむけ、施策の推進、施策の推進体制を整備すべきである。  

 

９．茅ヶ崎市行政の取り組みの単年度評価 

 

茅ヶ崎市の行政上の取り組みが、記録され、公開され、市民に伝えられている点は評価

できる。ただし、市民にとり、読んでわかりやすく、理解しやすい表記方法の確立が望ま

れる。事実をありのままに伝える形のほか、適切な資料の解釈を含む記載方法を検討し、

さらにわかりやすい表記となるよう、工夫をしてもらいたい。 

茅ヶ崎市が独自に実施している取り組みは、良いものが多い。それゆえ、今後もこれら

の取り組みの推進を図るべきである。あわせて、目立たずとも着実な実施に意味がある取

り組みも多く、地道な継続を強く期待する。 

 

10．茅ヶ崎市行政の取り組みの中間評価 

 

電気自動車の導入に代表されるように、新しい交通システムの紹介は温暖化防止に重要

である。それだけに、電気自動車の有する温暖化防止の効果、達成度合いなどを積極的に

公開してほしい。こうした情報提供は、市民に知ってもらうという意図から、市民への教

育（学習）効果や、温暖化防止の取り組みのイメージ向上につながる可能性が高い。 

行政施策と自治体自身の取り組みは、上述の通り、市民や事業者に対する啓発効果が期

待できる。幅広く本市や近隣自治体の施策を見直すことを通じて、取り入れるべきものを

選択し、茅ヶ崎市の取り組みに加えることができるように、検討を続けてほしい。 

省エネ機器、省エネシステムの導入は、茅ヶ崎市における施策推進の好例と言える。ま

た、庁舎建て替えというチャンスをいかそうとする、各種の工夫が見られる点も良い。こ

れらの実施、成果をしっかり記録し、保存するとともに、市民に公表してほしい。今後も、

こうした市の積極的な取り組み展開を期待する。 
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